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報告第１号

専決処分の報告について

令和８年１月８日，交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定めること

について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により次のとおり専決処分したので，同条第２項の規定により報告する。

１ 損害賠償の相手方

大崎市内の個人

２ 事故の概要

令和７年１０月２３日午前１０時５０分頃，本市職員の運転する公用

車が，大崎市岩出山字上川原町地内を走行中，対向車を避けようと左側

に車両を寄せた際，荷台が相手方住宅の雨樋に接触し，損傷させたもの。

３ 和解の要旨

事故の主たる原因は，本市職員の不注意によるものであり，市の過失

割合は１００パーセントとする。

４ 損害賠償の額

６２，１５０円

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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諮問第１号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者として別紙の者を法務大臣に推薦したいので，人

権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により，

議会の意見を求める。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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諮問第２号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者として別紙の者を法務大臣に推薦したいので，人

権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により，

議会の意見を求める。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１号

専決処分の承認を求めることについて

令和７年１２月２６日，令和７年度大崎市一般会計補正予算について，

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次

のとおり専決処分したので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承認

を求める。

令和７年度大崎市一般会計補正予算（第９号）

令和７年度大崎市一般会計の補正予算（第９号）は，次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６５０，２１４千円を追

加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６８，６６４，６７７千

円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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     第 １ 表　    歳   入   歳   出   予   算   補   正

歳  入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

18 寄 附 金 34,941 580,274 615,215

1 寄 附 金 34,941 580,274 615,215

19 繰 入 金 3,157,411 69,940 3,227,351

1 基 金 繰 入 金 3,131,172 69,940 3,201,112

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 64,822,111 64,822,111

歳        入        合        計 68,014,463 650,214 68,664,677

歳  出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2 総 務 費 7,693,178 650,214 8,343,392

1 総 務 管 理 費 6,414,130 650,214 7,064,344

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 60,321,285 60,321,285

歳        出        合        計 68,014,463 650,214 68,664,677
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議案第２号

専決処分の承認を求めることについて

令和８年１月２３日，令和７年度大崎市一般会計補正予算について，地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次の

とおり専決処分したので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承認を

求める。

令和７年度大崎市一般会計補正予算（第１０号）

令和７年度大崎市一般会計の補正予算（第１０号）は，次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４３９，４６２千円を追

加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６９，１０４，１３９千

円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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     第 １ 表　    歳   入   歳   出   予   算   補   正

歳  入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

16 県 支 出 金 4,556,670 70,702 4,627,372

3 委 託 金 259,327 70,702 330,029

19 繰 入 金 3,227,351 368,760 3,596,111

1 基 金 繰 入 金 3,201,112 368,760 3,569,872

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 60,880,656 60,880,656

歳        入        合        計 68,664,677 439,462 69,104,139

歳  出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2 総 務 費 8,343,392 70,702 8,414,094

4 選 挙 費 177,589 70,702 248,291

8 土 木 費 6,577,834 368,760 6,946,594

2 道 路 橋 り ょ う 費 2,000,999 368,760 2,369,759

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 53,743,451 53,743,451

歳        出        合        計 68,664,677 439,462 69,104,139
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議案第３号

令和８年度大崎市一般会計予算

令和８年度大崎市一般会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ６４，８２０，０００

千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳

入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により

債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第

２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地

方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第

３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は，１２，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各

項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

各項に計上した報酬，給料，職員手当及び共済費に係る予算額に過不

足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
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令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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             第  １  表　    歳    入    歳    出    予    算

歳  入 （単位：千円）

款 項 金 額

1 市 税 １７，７０６，５９２

1 市 民 税 ７，１６９，４１５

2 固 定 資 産 税 ８，１５９，５００

3 軽 自 動 車 税 ５１０，３８４

4 市 た ば こ 税 １，０１２，９３２

5 入 湯 税 ６７，０９５

6 都 市 計 画 税 ７８７，２６６

2 地 方 譲 与 税 ６７３，３３５

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 １１８，１１０

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 ４５３，９７４

3 地 方 道 路 譲 与 税 １

4 森 林 環 境 譲 与 税 １０１，２５０

3 利 子 割 交 付 金 ２９，９０３

1 利 子 割 交 付 金 ２９，９０３

4 配 当 割 交 付 金 ９５，８３３

1 配 当 割 交 付 金 ９５，８３３

5 株式等譲渡所得割交付金 １６７，３０２

1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 １６７，３０２

6 法 人 事 業 税 交 付 金 ３５１，６６３

1 法 人 事 業 税 交 付 金 ３５１，６６３

7 地 方 消 費 税 交 付 金 ３，６０９，９４１

1 地 方 消 費 税 交 付 金 ３，６０９，９４１

8 ゴルフ場利用税交付金 １０，３３５

1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 １０，３３５

9 環 境 性 能 割 交 付 金 １

1 環 境 性 能 割 交 付 金 １

10 地 方 特 例 交 付 金 ２４１，５３６

1 地 方 特 例 交 付 金 ２３０，４６５

2 新型コロナウイルス感染症対 １１，０７１

策地方税減収補填特別交付金

11 地 方 交 付 税 １８，１８９，０００

1 地 方 交 付 税 １８，１８９，０００

12 交通安全対策特別交付金 １４，１１０

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 １４，１１０

13 分 担 金 及 び 負 担 金 ４３０，８８８

1 負 担 金 ４３０，８８８
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(単位 千円)

款 項 金 額

14 使 用 料 及 び 手 数 料 ４８０，８８６

1 使 用 料 ４１２，４４２

2 手 数 料 ６８，４４４

15 国 庫 支 出 金 ９，７２８，１９２

1 国 庫 負 担 金 ７，９８５，８７８

2 国 庫 補 助 金 １，６４４，７７３

3 委 託 金 ９７，５４１

16 県 支 出 金 ４，５３４，０６０

1 県 負 担 金 ２，７２３，１１９

2 県 補 助 金 １，７５８，７０６

3 委 託 金 ５２，２３５

17 財 産 収 入 １５８，３１２

1 財 産 運 用 収 入 ８９，６３１

2 財 産 売 払 収 入 ６８，６８１

18 寄 附 金 ９００，００１

1 寄 附 金 ９００，００１

19 繰 入 金 ２，０２７，５６６

1 基 金 繰 入 金 ２，０２７，５６６

20 繰 越 金 ４００，０００

1 繰 越 金 ４００，０００

21 諸 収 入 １，２６０，４４４

1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 １０，２００

2 市 預 金 利 子 １

3 貸 付 金 元 利 収 入 ６４２，５２６

4 雑 入 ６０７，７１７

22 市 債 ３，８１０，１００

1 市 債 ３，８１０，１００

６４，８２０，０００歳        入        合        計
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歳  出 （単位：千円）

款 項 金 額

1 議 会 費 ３４８，８５７

1 議 会 費 ３４８，８５７

2 総 務 費 ６，７５０，４９６

1 総 務 管 理 費 ５，６８０，６６６

2 徴 税 費 ６４０，２５１

3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 ２０９，１８６

4 選 挙 費 １４３，１１２

5 統 計 調 査 費 ２８，１２８

6 監 査 委 員 費 ４９，１５３

3 民 生 費 ２２，６６８，５４９

1 社 会 福 祉 費 ８，９４４，４８８

2 児 童 福 祉 費 １０，９３０，８６７

3 生 活 保 護 費 ２，７９２，６３８

4 災 害 救 助 費 ５５６

4 衛 生 費 ６，９８６，８２２

1 保 健 衛 生 費 ４，８１３，７８４

2 清 掃 費 ２，１７３，０３８

5 労 働 費 ３１，８６６

1 労 働 諸 費 ３１，８６６

6 農 林 水 産 業 費 １，９３９，３４４

1 農 業 費 １，８０８，５０２

2 林 業 費 １３０，８４２

7 商 工 費 １，５０２，２４０

1 商 工 費 １，５０２，２４０

8 土 木 費 ６，０７８，５１５

1 土 木 管 理 費 ５４８，５０４

2 道 路 橋 り ょ う 費 １，８２０，８９９

3 河 川 費 ５０２，９１８

4 都 市 計 画 費 ２，７８０，５９８

5 住 宅 費 ４２５，５９６

9 消 防 費 ２，３８９，８７５

1 消 防 費 ２，３８９，８７５
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(単位 千円)

                   款                       項 金 額

10 教 育 費 ６，８５５，８７８

1 教 育 総 務 費 ２，３３３，３０９

2 小 学 校 費 ５２７，１６９

3 中 学 校 費 ４６８，０７２

4 幼 稚 園 費 ２，８８９

5 社 会 教 育 費 １，６１６，８８６

6 保 健 体 育 費 １，９０７，５５３

11 災 害 復 旧 費 １

1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 １

12 公 債 費 ９，１６７，５５７

1 公 債 費 ９，１６７，５５７

13 予 備 費 １００，０００

1 予 備 費 １００，０００

６４，８２０，０００歳        出        合        計
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（単位：千円）

第 ２ 表　　債　務　負　担　行　為

事　　　項 期　　　間 限度額

地域路線バス運行維持補助金 令和９年度　 81,408 

内部情報系システム賃貸借 自 令和９年度　至 令和１４年度 892,100 

公共施設等総合管理計画及び個別施設計画
改訂業務委託

令和９年度　 5,071 

中小企業振興資金融資損失補償 自 令和９年度　至 令和２１年度 60,000 

道路橋りょう除雪等事業 令和９年度　 700 

都市計画道路見直し調査業務委託 令和９年度　 3,828 
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（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

地 域 振 興 施 設 整 備 事 業 9,500 
証書借入

又は
証券発行

5.0％以内
（ただし，利率
見直し方式で借
入れる政府資金
及び地方公共団
体金融機構資金
について，利率
の見直しを行っ
た後において
は，当該見直し
後の利率）

起債年度から据
置期間を含め30
年以内に元利均
等償還又は元金
均等償還により
償還する。ただ
し，融通条件又
は財政の都合に
より償還年限を
短縮し，若しく
は低利債に借り
換えることがで
きる。

社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 4,700 同上 同上 同上

児 童 保 育 施 設 整 備 事 業 21,700 同上 同上 同上

水 道 事 業 出 資 事 業 4,300 同上 同上 同上

土 地 改 良 事 業 92,800 同上 同上 同上

観 光 施 設 整 備 事 業 64,700 同上 同上 同上

道 路 新 設 改 良 事 業 727,900 同上 同上 同上

排 水 路 等 整 備 事 業 255,000 同上 同上 同上

河 川 等 浚 渫 事 業 77,000 同上 同上 同上

街 路 整 備 事 業 74,400 同上 同上 同上

公 園 整 備 事 業 1,600 同上 同上 同上

住 宅 整 備 事 業 85,400 同上 同上 同上

消 防 施 設 整 備 事 業 59,400 同上 同上 同上

児 童 等 通 学 支 援 事 業 41,900 同上 同上 同上

学 校 教 育 環 境 整 備 事 業 50,500 同上 同上 同上

小 学 校 施 設 改 修 事 業 6,900 同上 同上 同上

中 学 校 施 設 改 修 事 業 15,100 同上 同上 同上

公 民 館 施 設 整 備 事 業 4,200 同上 同上 同上

第　３　表　　　地　　方　　債
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文 化 施 設 整 備 事 業 3,900 同上 同上 同上

体 育 施 設 整 備 事 業 223,300 同上 同上 同上
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議案第４号

令和８年度大崎市市有林事業特別会計予算

令和８年度大崎市市有林事業特別会計の予算は，次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３５，２２３千円と定

める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳

入歳出予算」による。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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             第  １  表　    歳    入    歳    出    予    算

歳  入 （単位：千円）

款 項 金 額

1 県 支 出 金 １０，６４８

1 県 補 助 金 １０，６４８

2 財 産 収 入 １２，８２９

1 財 産 運 用 収 入 ２０６

2 財 産 売 払 収 入 １２，６２３

3 繰 入 金 １１，２４５

1 他 会 計 繰 入 金 １１，２４５

4 繰 越 金 ５００

1 繰 越 金 ５００

5 諸 収 入 １

1 雑 入 １

３５，２２３

歳  出 （単位：千円）

款 項 金 額

1 総 務 費 ７２７

1 総 務 管 理 費 ７２７

2 造 林 事 業 費 ３３，０１２

1 造 林 事 業 費 ３３，０１２

3 公 債 費 １，４８４

1 公 債 費 １，４８４

３５，２２３

歳        入        合        計

歳        出        合        計
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議案第５号

令和８年度大崎市奨学資金貸与事業特別会計予算

令和８年度大崎市奨学資金貸与事業特別会計の予算は，次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３６，３７０千円と定

める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳

入歳出予算」による。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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             第  １  表　    歳    入    歳    出    予    算

歳  入 （単位：千円）

款 項 金 額

1 財 産 収 入 １８９

1 財 産 運 用 収 入 １８９

2 寄 附 金 １

1 寄 附 金 １

3 繰 越 金 １

1 繰 越 金 １

4 諸 収 入 １６，０１７

1 貸 付 金 元 利 収 入 １６，０１７

5 繰 入 金 ２０，１６２

1 基 金 繰 入 金 ２０，１６２

３６，３７０

歳  出 （単位：千円）

款 項 金 額

1 総 務 費 １９０

1 総 務 管 理 費 １９０

2 事 業 費 ３６，１８０

1 貸 与 事 業 費 ３６，１８０

３６，３７０

歳        入        合        計

歳        出        合        計
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議案第６号

令和８年度大崎市夜間急患センター事業特別会計予算

令和８年度大崎市夜間急患センター事業特別会計の予算は，次に定める

ところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１４５，４６２千円と

定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳

入歳出予算」による。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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             第  １  表　    歳    入    歳    出    予    算

歳  入 （単位：千円）

款 項 金 額

1 分 担 金 及 び 負 担 金 ２２，７８６

1 負 担 金 ２２，７８６

2 使 用 料 及 び 手 数 料 ３７，１８２

1 使 用 料 ３６，７０２

2 手 数 料 ４８０

3 繰 入 金 ８３，４６４

1 他 会 計 繰 入 金 ８３，４６４

4 繰 越 金 ２，０００

1 繰 越 金 ２，０００

5 諸 収 入 ３０

1 雑 入 ３０

１４５，４６２

歳  出 （単位：千円）

款 項 金 額

1 夜 間 急 患 セ ン タ ー 費 １４３，４６２

1 夜 間 急 患 セ ン タ ー 費 １４３，４６２

2 予 備 費 ２，０００

1 予 備 費 ２，０００

１４５，４６２

歳        入        合        計

歳        出        合        計
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議案第７号

令和８年度大崎市日本語学校事業特別会計予算

令和８年度大崎市日本語学校事業特別会計の予算は，次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ９６，００７千円と定

める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳

入歳出予算」による。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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             第  １  表　    歳    入    歳    出    予    算

歳  入 （単位：千円）

款 項 金 額

1 使 用 料 及 び 手 数 料 ４３，６００

1 使 用 料 ４２，７１０

2 手 数 料 ８９０

2 繰 入 金 ３９，９０７

1 他 会 計 繰 入 金 ３９，９０７

3 繰 越 金 ５００

1 繰 越 金 ５００

4 諸 収 入 １２，０００

1 雑 入 １２，０００

９６，００７

歳  出 （単位：千円）

款 項 金 額

1 日 本 語 学 校 費 ９５，００７

1 日 本 語 学 校 費 ９５，００７

2 予 備 費 １，０００

1 予 備 費 １，０００

９６，００７

歳        入        合        計

歳        出        合        計

- 24 -



議案第８号

令和８年度大崎市国民健康保険特別会計予算

令和８年度大崎市国民健康保険特別会計の予算は，次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１３，８３９，４７６

千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳

入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし

書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は，次のとおりと定める。

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同

一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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             第  １  表　    歳    入    歳    出    予    算

歳  入 （単位：千円）

款 項 金 額

1 国 民 健 康 保 険 税 ２，４４８，２９０

1 国 民 健 康 保 険 税 ２，４４８，２９０

2 使 用 料 及 び 手 数 料 １７５

1 手 数 料 １７５

3 国 庫 支 出 金 １

1 国 庫 補 助 金 １

4 県 支 出 金 １０，５５６，２５３

1 県 補 助 金 １０，５５６，２５３

5 財 産 収 入 ４５５

1 財 産 運 用 収 入 ４５５

6 繰 入 金 ８２１，３０１

1 他 会 計 繰 入 金 ７５２，０６６

2 基 金 繰 入 金 ６９，２３５

7 繰 越 金 ４，０００

1 繰 越 金 ４，０００

8 諸 収 入 ９，００１

1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 ８，０００

2 雑 入 １，００１

１３，８３９，４７６歳        入        合        計
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歳  出 （単位：千円）

款 項 金 額

1 総 務 費 ７６，９６３

1 総 務 管 理 費 ３９，３１５

2 徴 税 費 ３７，２８４

3 運 営 協 議 会 費 ３６４

2 保 険 給 付 費 １０，２２２，９２０

1 療 養 諸 費 ８，６８７，１８４

2 高 額 療 養 費 １，５０１，８２６

3 移 送 費 １００

4 出 産 育 児 諸 費 ２２，５１０

5 葬 祭 諸 費 １１，３００

3 ３，３６７，８９９

1 医 療 給 付 費 分 ２，２９５，４１１

2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 ８２９，６８５

3 介 護 納 付 金 分 ２４２，８０３

4 保 健 事 業 費 １２４，０８７

1 保 健 事 業 費 １２４，０８７

5 基 金 積 立 金 ４５５

1 基 金 積 立 金 ４５５

6 諸 支 出 金 １７，１５２

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 １７，１５２

7 予 備 費 ３０，０００

1 予 備 費 ３０，０００

１３，８３９，４７６歳        出        合        計

国 民 健 康 保 険
事 業 費 納 付 金
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議案第９号

令和８年度大崎市後期高齢者医療特別会計予算

令和８年度大崎市後期高齢者医療特別会計の予算は，次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１，９６６，５１８千

円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳

入歳出予算」による。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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             第  １  表　    歳    入    歳    出    予    算

歳  入 （単位：千円）

款 項 金 額

1 後期高齢者医療保険料 １，４９４，２０７

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 １，４９４，２０７

2 使 用 料 及 び 手 数 料 １０

1 手 数 料 １０

3 繰 入 金 ４６７，０４３

1 他 会 計 繰 入 金 ４６７，０４３

4 繰 越 金 ５１０

1 繰 越 金 ５１０

5 諸 収 入 ４，７４８

1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 ３０

2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ４，７１８

１，９６６，５１８

歳  出 （単位：千円）

款 項 金 額

1 総 務 費 ２９，６３７

1 総 務 管 理 費 １７，４１７

2 徴 収 費 １２，２２０

2 １，９３１，６５３

1 後期高齢者医療広域連合納付金 １，９３１，６５３

3 諸 支 出 金 ４，７２８

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ４，７２８

4 予 備 費 ５００

1 予 備 費 ５００

１，９６６，５１８

歳        入        合        計

歳        出        合        計

後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金
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議案第１０号

令和８年度大崎市介護保険特別会計予算

令和８年度大崎市介護保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１４，１１８，２１９

千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳

入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし

書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は，次のとおりと定める。

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同

一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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             第  １  表　    歳    入    歳    出    予    算

歳  入 （単位：千円）

款 項 金 額

1 介 護 保 険 料 ３，００５，９９６

1 介 護 保 険 料 ３，００５，９９６

2 使 用 料 及 び 手 数 料 ２５

1 手 数 料 ２５

3 国 庫 支 出 金 ３，４０８，３３６

1 国 庫 負 担 金 ２，４２８，０４５

2 国 庫 補 助 金 ９８０，２９１

4 支 払 基 金 交 付 金 ３，６８４，５４７

1 支 払 基 金 交 付 金 ３，６８４，５４７

5 県 支 出 金 １，９７８，０１０

1 県 負 担 金 １，８８１，６０８

2 県 補 助 金 ９６，４０２

6 財 産 収 入 ６２９

1 財 産 運 用 収 入 ６２９

7 繰 入 金 ２，０３８，６２５

1 他 会 計 繰 入 金 ２，０３８，６２５

8 繰 越 金 ２，０００

1 繰 越 金 ２，０００

9 諸 収 入 ５２

1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 ５０

2 雑 入 ２

１４，１１８，２２０歳        入        合        計
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歳  出 （単位：千円）

款 項 金 額

1 総 務 費 １４５，９９３

1 総 務 管 理 費 １１，６５７

2 徴 収 費 １７，５３１

3 介 護 認 定 審 査 会 費 １０４，３５６

4 計 画 策 定 費 １２，４４９

2 保 険 給 付 費 １３，２６０，４９５

1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 １２，２２３，１７５

2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 １９３，９４２

3 そ の 他 諸 費 １３，２９６

4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 ３００，２１１

5 高額医療合算介護サービス等費 ３３，５９７

6 特定入所者介護サービス等費 ４９６，２７４

3 地 域 支 援 事 業 費 ６６３，３１５

1 介 護 予 防 事 業 費 ４１，６０２

2 包括的支援事業・任意事業費 ２７７，３２６

3
介 護 予 防 ・ 生 活 支 援
サ ー ビ ス 事 業 費

３４３，３２６

4 そ の 他 諸 費 １，０６１

4 基 金 積 立 金 ４０，２９５

1 基 金 積 立 金 ４０，２９５

5 諸 支 出 金 ６，１２２

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ６，１２２

6 予 備 費 ２，０００

1 予 備 費 ２，０００

１４，１１８，２２０歳        出        合        計
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議案第１１号

令和８年度大崎市宅地造成事業特別会計予算

令和８年度大崎市宅地造成事業特別会計の予算は，次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１１，５６７千円と定

める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳

入歳出予算」による。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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             第  １  表　    歳    入    歳    出    予    算

歳  入 （単位：千円）

款 項 金 額

1 財 産 収 入 １，６５７

1 財 産 売 払 収 入 １，６５７

2 繰 越 金 ９，９１０

1 繰 越 金 ９，９１０

１１，５６７

歳  出 （単位：千円）

款 項 金 額

1 総 務 費 １１，０６７

1 総 務 管 理 費 １１，０６７

2 予 備 費 ５００

1 予 備 費 ５００

１１，５６７

歳        入        合        計

歳        出        合        計
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議案第１２号

令和８年度大崎市工業団地造成事業特別会計予算

令和８年度大崎市工業団地造成事業特別会計の予算は，次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３３５千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳

入歳出予算」による。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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             第  １  表　    歳    入    歳    出    予    算

歳  入 （単位：千円）

款 項 金 額

1 財 産 収 入 １

1 財 産 売 払 収 入 １

2 繰 越 金 １００

1 繰 越 金 １００

3 繰 入 金 ２３４

1 他 会 計 繰 入 金 ２３４

３３５

歳  出 （単位：千円）

款 項 金 額

1 管 理 費 ２８５

1 総 務 管 理 費 ２８５

2 予 備 費 ５０

1 予 備 費 ５０

３３５

歳        入        合        計

歳        出        合        計
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議案第１３号

令和８年度大崎市水道事業会計予算

（総則）

第１条 令和８年度大崎市水道事業会計の予算は，次に定めるところによ

る。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

(１) 給水戸数 ５２，６１４戸

(２) 年間総給水量 １３，９９８，５３４㎥

(３) 一日平均給水量 ３８，３５２㎥

(４) 主要な建設改良事業

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

支 出

配水施設整備事業 １，４８５，４２６千円

第１款 水道事業収益 ３，８４６，２７１千円

第１項 営業収益 ３，６２９，５１５千円

第２項 営業外収益 ２１６，７５１千円

第３項 特別利益 ５千円

第１款 水道事業費用 ３，８９３，８９４千円

第１項 営業費用 ３，６９１，３１５千円

第２項 営業外費用 １７４，０７９千円

第３項 特別損失 ８，５００千円

第４項 予備費 ２０，０００千円
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（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額１，３５７，０７１千円は，当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留

保資金で補塡するものとする。）

収 入

支 出

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次の

とおりと定める。

第１款 水道事業資本的収入 ９０２，９９０千円

第１項 企業債 ７６３，３００千円

第２項 補助金 ３５，２２９千円

第３項 負担金 ４９，１００千円

第４項 他会計負担金 ５１，０６０千円

第５項 出資金 ４，３００千円

第６項 固定資産売却代金 １千円

第１款 水道事業資本的支出 ２，２６０，０６１千円

第１項 建設改良費 １，４９１，８６９千円

第２項 企業債償還金 ６５７，９４２千円

第３項 投資 １００，２５０千円

第４項 予備費 １０，０００千円

事 項 期 間 限 度 額（千円）

給水管布設工事資
金融資利子補給

自令和９年度 至令和１３年度
給水管布設工事資金
借入額の利子に相当
する額

給水管布設工事資
金融資に伴う損失
補償

自令和８年度 至令和１３年度
給水管布設工事資金
未償還元金の 10％
に相当する額
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（企業債）

第６条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次の

とおりと定める。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は，２００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

量水器購入 自令和８年度 至令和９年度 74,000

水道事業包括業務

委託
自令和８年度 至令和１３年度 4,633,585

公営企業会計シス

テム導入経費
自令和８年度 至令和９年度 4,900

公営企業会計シス

テムリース
自令和８年度 至令和１４年度 36,120

起債の

目的

限度額

(千円)

起債の

方法
利率 償還の方法

配水管整備
事業

286,200 証書借入

5.0％以内
（ただし，利率
見直し方式で借
入れる政府資金
及び地方公共団
体金融機構資金
について，利率
の見直しを行っ
た 後 に お い て
は，当該見直し
後の利率）

政府資金，地方公
共団体金融機構資
金及びその他の借
入先の融資条件に
よる。ただし，企
業財政の都合によ
り据置期間及び償
還年限を短縮し，
若しくは繰上償還
又は低利債に借り
換えることができ
る。

水道施設整
備事業

450,500 同上 同上 同上

水道総合地
震対策事業

26,600 同上 同上 同上
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第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次

のとおりと定める。

(１) 営業費用

(２) 営業外費用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費

の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

は，議会の議決を経なければならない。

(１) 職員給与費 ２６６，３８６千円

（他会計からの補助金）

第１０条 水道事業経営のため大崎市一般会計からこの会計へ補助を受け

る金額は，２，９５５千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第１１条 たな卸資産の購入限度額は，７４，０００千円と定める。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１４号

令和８年度大崎市下水道事業会計予算

（総則）

第１条 令和８年度大崎市下水道事業会計の予算は，次に定めるところに

よる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

(１) 排水戸数 ２８，５７４戸

(２) 年間総処理水量 ７，３０１，３５３㎥

(３) 一日平均処理水量 ２０，００３㎥

(４) 主要な建設改良事業

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

支 出

下水道整備事業 １，５１２，０５１千円

第１款 下水道事業収益 ４，４３５，１９６千円

第１項 営業収益 １，９５５，４７８千円

第２項 営業外収益 ２，４５３，５０９千円

第３項 特別利益 ２６，２０９千円

第１款 下水道事業費用 ４，７０６，９７４千円

第１項 営業費用 ４，３７０，７７８千円

第２項 営業外費用 ３１２，５９３千円

第３項 特別損失 ３，６０３千円

第４項 予備費 ２０，０００千円
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（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額１，３００，８３８千円は，当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額，過年度分損益勘定留保

資金及び当年度分損益勘定留保資金で補塡するものとする。）

収 入

支 出

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次の

とおりと定める。

第１款 下水道事業資本的収入 ３，０９１，９２２千円

第１項 企業債 １，６９９，３００千円

第２項 他会計出資金 ６０４，０００千円

第３項 他会計補助金 ２１８，５８０千円

第４項 国県補助金 ５３６，０００千円

第５項 負担金及び分担金 ３４，０４２千円

第１款 下水道事業資本的支出 ４，３９２，７６０千円

第１項 建設改良費 １，５１２，０５１千円

第２項 企業債償還金 ２，８７０，７０９千円

第３項 予備費 １０，０００千円

事 項 期 間 限 度 額（千円）

水洗便所改造資

金融資利子補給
自令和９年度 至令和１３年度

水洗便所改造資金

借入額の利子に相

当する額

水洗便所改造資

金融資に伴う損

失補償

自令和９年度 至令和１３年度

水洗便所改造資金

未償還元金の 10％

に相当する額
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（企業債）

第６条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次の

とおりと定める。

起債の

目的

限度額

(千円)

起債の

方法
利率 償還の方法

公共下水道整

備事業
469,800 証書借入

5.0％以内

（ただし，利率

見直し方式で借

入れる政府資金

及び地方公共団

体金融機構資金

について，利率

の見直しを行っ

た 後 に お い て

は，当該見直し

後の利率）

起債年度から据

置期間を含め 40

年以内に元利均

等償還又は元金

均等償還により

償還する。ただ

し，融通条件又

は財政の都合に

より償還年限を

短縮し，若しく

は借り換えるこ

とができる。

特定環境保全

公共下水道整

備事業

140,700 同上 同上 同上

浄化槽整備事

業
73,700 同上 同上 同上

流域下水道整

備事業
106,600 同上 同上 同上

資本費平準化

債（公共下水

道事業）

390,500 同上 同上 同上

資本費平準化

債（特定環境

保全公共下水

道事業）

100,000 同上 同上 同上

資本費平準化

債（農業集落

排水事業）

283,000 同上 同上 同上

特別措置分

（公共下水道

事業）

135,000 同上 同上 同上
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（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は，２，０００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次

のとおりと定める。

(１) 営業費用

(２) 営業外費用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費

の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

は，議会の議決を経なければならない。

(１) 職員給与費 ２１３，３９５千円

（他会計からの補助金）

第１０条 下水道事業経営のため大崎市一般会計からこの会計へ補助を受

ける金額は，１，３９９，７８３千円である。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１５号

令和８年度大崎市病院事業会計予算

（総則）

第１条 令和８年度大崎市病院事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

(１) 大崎市民病院

(２) 大崎市民病院鳴子温泉分院

(３) 大崎市民病院岩出山分院

(４) 大崎市民病院鹿島台分院

(５) 大崎市民病院田尻診療所

病床数 一般４９４床 感染症６床 計５００床

区 分 入 院 外 来

年間患者数 １４９，６５０人 ２７２，４６５人

１日平均患者数 ４１０．０人 １，１２１．１人

病床数 一般４０床

区 分 入 院 外 来

年間患者数 １２，７７５人 １４，９４２人

１日平均患者数 ３５．０人 ６２．０人

病床数 一般４０床

区 分 入 院 外 来

年間患者数 １２，７７５人 ２２，２４４人

１日平均患者数 ３５．０人 ９２．３人

病床数 一般４０床

区 分 入 院 外 来

年間患者数 １３，１４０人 ２８，８５４人

１日平均患者数 ３６．０人 １１９．７人

区 分 外 来

年間患者数 １０，４６５人

１日平均患者数 ４３．４人
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(６) 大崎市民病院健康管理センター

(７) 主要な建設改良事業

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 病院事業収益 ２７，９７１，９５０千円

第１項 医業収益 ２５，５８７，１３１千円

第２項 医業外収益 ２，１７２，６６７千円

第３項 特別利益 ２１２，１５２千円

支 出

第１款 病院事業費用 ２９，５０８，９６７千円

第１項 医業費用 ２９，０７８，９９５千円

第２項 医業外費用 ４０５，２２１千円

第３項 特別損失 １４，７５１千円

第４項 予備費 １０，０００千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額１，００４，６７３千円は，当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額，過年度分損益勘定留保資金で

補塡するものとする。）

区 分 外 来

年間患者数 ９９１人

１日平均患者数 ４．１人

区 分 健 診

年間利用者数 １６，７４１人

１日平均利用者数 ６９．５人

区 分 予 定 額

医療設備等整備事業 ６９６，５５０千円

病院建設事業 ３，５７１，６８５千円

医療施設等整備事業 １７６，７３４千円
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収 入

第１款 資本的収入 ５，２９９，６５６千円

第１項 企業債 ４，４４４，８００千円

第２項 負担金交付金 ８５３，２９４千円

第３項 他会計補助金 １，５５９千円

第４項 長期貸付金返還金 ２千円

第５項 固定資産売却代金 １千円

支 出

第１款 資本的支出 ６，３０４，３２９千円

第１項 建設改良費 ４，６３４，２５１千円

第２項 企業債償還金 １，６４９，８７８千円

第３項 投資 １０，２００千円

第４項 予備費 １０，０００千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のと

おりと定める。

事 項 期 間 限度額（千円）

定期刊行医学雑誌購入
自 令和 ８年度

至 令和 ９年度
２，５３３

看護補助者派遣業務委託
自 令和 ８年度

至 令和 ９年度
６１，６１０

大崎市民病院広報誌「つ

ながり」作成支援業務委

託

自 令和 ８年度

至 令和１１年度
６，５６７

連帯保証人代行制度業務

委託

自 令和 ９年度

至 令和１０年度
２２，６６８
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（企業債）

第６条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のと

おりと定める。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は，３,０００,０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次の

とおりと定める。

(１) 医業費用

(２) 医業外費用

起債の目的
限度額

(千円)

起債の

方 法
利 率 償還の方法

医療設備等

整 備 事 業
696,500

証書

借入

5.0％以内

（ただし，利率

見直し方式で

借入れる政府

資金及び地方

公共団体金融

機構資金につ

いて，利率の見

直しを行った

後においては，

当該見直し後

の利率）

政府資金，地方公

共団体金融機構資

金及びその他の借

入先の融資条件に

よる。ただし，企業

財政の都合により

据置期間及び償還

年限を短縮し，若し

くは繰上償還又は

低利債に借り換え

ることができる。

病 院 建 設

事 業
3,571,600 同上 同上 同上

医療施設等

整 備 事 業
176,700 同上 同上 同上
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の

金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，

議会の議決を経なければならない。

(１) 職員給与費 １３，８１２，８８１千円

(２) 交際費 ４９０千円

（他会計からの補助金）

第１０条 病院事業経営のため大崎市一般会計からこの会計へ補助を受ける

金額は，５９２，３８０千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第１１条 たな卸資産の購入限度額は，９，４６９，０００千円と定める。

（重要な資産の取得及び処分）

第１２条 重要な資産の取得及び処分は，次のとおりとする。

取得する資産

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志

種 類 名 称 数 量

器械備品 物流管理システム 一式

器械備品 手術映像管理システム 一式

器械備品
仮想化基盤ディープセキュリティライセンス

更新
一式

器械備品 生理機能検査システム 一式

器械備品 透析液供給システム 一式

器械備品 本院分院ネットワーク改修 一式

器械備品 Ｘ線一般撮影装置 一式
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議案第１６号

大崎市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

目次

第１章 総則（第１条―第３条）

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準

第１節 利用定員に関する基準（第４条）

第２節 運営に関する基準（第５条―第３３条）

第３章 雑則（第３４条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この条例は，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。

以下「法」という。）第５４条の３において準用する法第４６条第２項

の規定に基づき，特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める

ものとする。

（定義）

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に

定めるところによる。

(１) 特定乳児等通園支援 法第３０条の２０第１項に規定する特定乳

児等通園支援をいう。

(２) 特定乳児等通園支援事業 特定乳児等通園支援を行う事業をいう。

(３) 特定乳児等通園支援事業者 法第５４条の３に規定する特定乳児

等通園支援事業者をいう。

(４) 支給対象小学校就学前子ども 法第３０条の１４に規定する支給
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対象小学校就学前子どもをいう。

(５) 特定教育・保育施設等 法第２７条第１項に規定する特定教育・

保育施設及び法第２９条第１項に規定する特定地域型保育事業者をい

う。

(６) 特定乳児等通園支援事業所 特定乳児等通園支援事業者が特定乳

児等通園支援事業を行う事業所をいう。

(７) 乳児等支援給付認定子ども 法第３０条の１６に規定する乳児等

支援給付認定子どもをいう。

(８) 乳児等支援給付認定保護者 法第３０条の１５第３項に規定する

乳児等支援給付認定保護者をいう。

（一般原則）

第３条 特定乳児等通園支援事業者は，良質かつ適切であり，かつ，子ど

もの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準

の特定乳児等通園支援の提供を行うことにより，全ての子どもが健やか

に成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなければ

ならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は，その提供する特定乳児等通園支援を利

用する支給対象小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して，常に当

該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提

供するように努めなければならない。

３ 特定乳児等通園支援事業者は，地域及び家庭との結び付きを重視した

運営を行い，県，市，特定教育・保育施設等，他の特定乳児等通園支援

事業者，地域子ども・子育て支援事業を行う者，児童福祉施設その他の

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め

なければならない。

４ 特定乳児等通園支援事業者は，その提供する特定乳児等通園支援を利
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用する支給対象小学校就学前子どもの人権の擁護，虐待の防止等のため，

責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，特定乳児等通園

支援事業者が特定乳児等通園支援事業所の職員に対し，研修の実施その

他の措置を講ずるよう努めなければならない。

５ 特定乳児等通園支援事業者は，大崎市暴力団排除条例（平成２５年大

崎市条例第４号）第５条第１項に規定する暴力団員及び関係者等であっ

てはならない。

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準

第１節 利用定員に関する基準

第４条 特定乳児等通園支援事業者は，１時間当たりの利用定員（法第５

４条の２第１項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。）

を定めるものとする。

２ 特定乳児等通園支援事業者は，乳児等支援給付認定子どもが当該特定

乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数，

特定乳児等通園支援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮

して１月当たりの利用定員を定めるものとする。

第２節 運営に関する基準

（面談）

第５条 特定乳児等通園支援事業者は，乳児等支援給付認定子どもに係る

特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後，当該乳児等支援給付認

定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに

は，当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況及び当

該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保護者と

の面談（映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら

する通話を含む。）を行わなければならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は，前項の面談を行うに当たっては，あら
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かじめ，第１９条に規定する運営規程の概要，職員の勤務の体制，第１

２条の規定により当該特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に

関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関する重要事項を記

載した文書を交付しなければならない。

３ 特定乳児等通園支援事業者は，第１項の面談において，前項の重要事

項を説明し，当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護

者の同意を得なければならない。

（正当な理由のない提供拒否の禁止）

第６条 特定乳児等通園支援事業者は，乳児等支援給付認定保護者から利

用の申込みを受けたときは，正当な理由がなければ，これを拒んではな

らない。

（あっせん及び要請に対する協力）

第７条 特定乳児等通園支援事業者は，その提供する特定乳児等通園支援

の利用について法第５４条の３において準用する法第５４条第１項の規

定により市が行うあっせん及び要請に対し，できる限り協力しなければ

ならない。

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認）

第８条 特定乳児等通園支援事業者は，乳児等支援給付認定子どもに係る

特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後，当該乳児等支援給付認

定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供するに際し，乳児等

支援給付認定保護者から法第３０条の１５第３項に規定する乳児等支援

支給認定証の提示を受けたときは，子ども・子育て支援法施行規則（平

成２６年内閣府令第４４号）第２８条の２４各号に掲げる事項を確認す

るものとする。

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助）

第９条 特定乳児等通園支援事業者は，法第３０条の１５第１項の認定
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（以下この条において「乳児等支援給付認定」という。）を受けていな

い保護者から利用の申込みがあった場合は，当該保護者の意思を踏まえ

て速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わ

なければならない。

（心身の状況等の把握）

第１０条 特定乳児等通園支援事業者は，特定乳児等通園支援の提供に当

たっては，乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況，当

該乳児等支援給付認定子どもの養育環境，他の特定乳児等通園支援事業

者が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その他の教育・保育等（法

第５６条第１項に規定する教育・保育等をいう。）の利用の状況の把握

に努めなければならない。

（特定教育・保育施設等との連携）

第１１条 特定乳児等通園支援事業者は，特定教育・保育施設等において

継続的に提供される法第２７条第１項に規定する特定教育・保育及び法

第２９条第１項に規定する特定地域型保育との円滑な接続に資するよう，

乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育施設

等との密接な連携に努めなければならない。

（特定乳児等通園支援の提供の記録）

第１２条 特定乳児等通園支援事業者は，特定乳児等通園支援を提供した

際は，提供した日時，時間，内容その他必要な事項を記録しなければな

らない。

（支払）

第１３条 特定乳児等通園支援事業者は，法定代理受領（法第３０条の２

０第５項（法第３０条の２１第３項において準用する場合を含む。）の

規定により市が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を，

乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援事業者が受領す
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ることをいう。次条において同じ。）を受けないときは，乳児等支援給

付認定保護者から，当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園支援

費用基準額（法第３０条の２０第３項に規定する額をいう。次項におい

て同じ。）の支払を受けるものとする。

２ 特定乳児等通園支援事業者は，前項の支払を受ける額のほか，特定乳

児等通園支援の提供に当たって，当該特定乳児等通園支援の質の確保及

び向上を図る上で必要であると認められる対価について，当該特定乳児

等通園支援に要する費用として見込まれるものの額と特定乳児等通園支

援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を乳

児等支援給付認定保護者から受けることができる。

３ 特定乳児等通園支援事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，特定

乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち，次に掲げ

る費用の額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。

(１) 日用品，文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入

に要する費用

(２) 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用

(３) 食事の提供に要する費用

(４) 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費

用

(５) 前各号に掲げるもののほか，特定乳児等通園支援において提供さ

れる便宜に要する費用のうち，特定乳児等通園支援事業者の利用にお

いて通常必要とされるものに係る費用であって，乳児等支援給付認定

保護者に負担させることが適当と認められるもの

４ 特定乳児等通園支援事業者は，前３項の費用の額の支払を受けた場合

は，当該費用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し，当該費

用に係る領収証を交付しなければならない。
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５ 特定乳児等通園支援事業者は，第２項及び第３項の金銭の支払を求め

る際は，あらかじめ，当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定

保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにすると

ともに，乳児等支援給付認定保護者に対して説明を行い，文書による同

意を得なければならない。ただし，第３項の規定による金銭の支払に係

る同意については，文書によることを要しない。

（乳児等支援給付費の額に係る通知等）

第１４条 特定乳児等通園支援事業者は，法定代理受領により特定乳児等

通園支援に係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は，乳児等支援給

付認定保護者に対し，当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援

給付費の額を通知しなければならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は，法定代理受領を行わない特定乳児等通

園支援に係る費用の額の支払を受けた場合は，その提供した特定乳児等

通園支援の内容，利用時間，費用の額その他必要と認められる事項を記

載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等支援給付認定保護者に対

して交付しなければならない。

（特定乳児等通園支援の取扱方針）

第１５条 特定乳児等通園支援事業者は，児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保

育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ，乳

児等通園支援事業（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の

３第２３項に規定する乳児等通園支援事業をいう。）の特性に留意して，

支給対象小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて，

特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければならない。

（特定乳児等通園支援に関する評価等）

第１６条 特定乳児等通園支援事業者は，自らその提供する特定乳児等通
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園支援の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は，定期的に外部の者による評価を受けて，

その結果を公表し，常にその改善を図るよう努めなければならない。

（相談及び援助）

第１７条 特定乳児等通園支援事業者は，常に乳児等支援給付認定子ども

及びその保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養

育環境の的確な把握に努め，当該乳児等支援給付認定子ども及びその保

護者からの相談に適切に応じるとともに，必要な助言その他の援助を行

わなければならない。

（緊急時等の対応）

第１８条 特定乳児等通園支援事業所の職員は，現に特定乳児等通園支援

の提供を行っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生

じた場合その他必要な場合は，速やかに当該乳児等支援給付認定子ども

の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければな

らない。

（乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知）

第１９条 特定乳児等通園支援事業者は，特定乳児等通園支援を受けてい

る乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りそ

の他不正な行為によって乳児等支援給付費の支給を受け，又は受けよう

としたときは，遅滞なく，意見を付してその旨を市に通知しなければな

らない。

（運営規程）

第２０条 特定乳児等通園支援事業者は，次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程（第２２条において「運営規程」という。）を

定めておかなければならない。

(１) 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針
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(２) その提供する特定乳児等通園支援の内容

(３) 職員の職種，員数及び職務の内容

(４) 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わな

い日

(５) 第１２条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受け

る費用の種類，支払を求める理由及びその額

(６) 第３条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員

(７) 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その

他の利用に当たっての留意事項

(８) 緊急時等における対応方法

(９) 非常災害対策

(１０) 虐待の防止のための措置に関する事項

(１１) その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第２１条 特定乳児等通園支援事業者は，乳児等支援給付認定子どもに対

し，適切な特定乳児等通園支援を提供することができるよう，特定乳児

等通園支援事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならな

い。

２ 特定乳児等通園支援事業者は，特定乳児等通園支援事業所ごとに，当

該特定乳児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供

しなければならない。ただし，特定乳児等通園支援の提供に直接影響を

及ぼさない業務については，この限りでない。

３ 特定乳児等通園支援事業者は，特定乳児等通園支援事業所の職員の資

質の向上のために，その研修の機会を確保しなければならない。

（利用定員の遵守）

第２２条 特定乳児等通園支援事業者は，第３条第１項の規定により定め
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る１時間当たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行って

はならない。

（掲示等）

第２３条 特定乳児等通園支援事業者は，特定乳児等通園支援事業所の見

やすい場所に，運営規程の概要，職員の勤務の体制，第１２条の規定に

より乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の額その他の利用

の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選択に資すると認めら

れる重要事項を掲示するとともに，電気通信回線に接続して行う自動公

衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求め

に応じ自動的に送信を行うことをいい，放送又は有線放送に該当するも

のを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則）

第２４条 特定乳児等通園支援事業所においては，乳児等支援給付認定子

どもの国籍，信条，社会的身分又は第１２条の規定による支払の状況に

よって，差別的取扱いをしてはならない。

（虐待等の禁止）

第２５条 特定乳児等通園支援事業所の職員は，乳児等支援給付認定子ど

もに対し，児童福祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当

該乳児等支援給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしては

ならない。

（秘密保持等）

第２６条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は，正当な理由が

なく，その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘

密を漏らしてはならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は，特定乳児等通園支援事業所の職員であ

った者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た乳児等支援給付認定
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子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じ

なければならない。

３ 特定乳児等通園支援事業者は，特定教育・保育施設等，他の特定乳児

等通園支援事業者，地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関

に対して，乳児等支援給付認定子どもに関する情報を提供する際には，

あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援

給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。

（情報の提供等）

第２７条 特定乳児等通園支援事業者は，その提供する特定乳児等通園支

援を利用しようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付

認定保護者が，その希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を

選択することができるように，その提供する特定乳児等通園支援の内容

に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は，当該特定乳児等通園支援事業者につい

て広告をする場合において，その内容を虚偽のもの又は誇大なものとし

てはならない。

（利益供与等の禁止）

第２８条 特定乳児等通園支援事業者は，利用者支援事業（法第５９条第

１号に規定する事業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を

行う者（次項において「利用者支援事業者等」という。），教育・保育

施設，地域型保育事業者（地域型保育を行う事業者をいう。次項におい

て同じ。）若しくは乳児等通園支援事業者（乳児等通園支援を行う事業

者をいう。次項において同じ。）又はその職員に対し，支給対象小学校

就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹

介することの対償として，金品その他の財産上の利益を供与してはなら

ない。
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２ 特定乳児等通園支援事業者は，利用者支援事業者等，教育・保育施設，

地域型保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から，支

給対象小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として，

金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

（苦情解決）

第２９条 特定乳児等通園支援事業者は，その提供した特定乳児等通園支

援に関する乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者そ

の他の当該乳児等支援給付認定子どもの家族（以下この条において「乳

児等支援給付認定子ども等」という。）からの苦情に迅速かつ適切に対

応するために，苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置

を講じなければならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は，前項の苦情を受け付けた場合には，当

該苦情の内容その他の事項を記録しなければならない。

３ 特定乳児等通園支援事業者は，その提供した特定乳児等通園支援に関

する乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が実施する事業

に協力するよう努めなければならない。

４ 特定乳児等通園支援事業者は，その提供した特定乳児等通園支援に関

し，法第３０条の１３において準用する法第１４条第１項の規定により

市が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令

又は当該市の職員からの質問若しくは特定乳児等通園支援事業所の設備

若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ，及び乳児等支援給付認定

子ども等からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに，市から

指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を

行わなければならない。

５ 特定乳児等通園支援事業者は，市からの求めがあった場合には，前項

の改善の内容を市に報告しなければならない。
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（地域との連携等）

第３０条 特定乳児等通園支援事業者は，その運営に当たっては，地域住

民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に

努めなければならない。

（事故発生の防止及び発生時の対応）

第３１条 特定乳児等通園支援事業者は，事故の発生又はその再発を防止

するため，次の各号に定める措置を講じなければならない。

(１) 事故が発生した場合の対応，次号に規定する報告の方法等が記載

された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(２) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場

合に，当該事実が報告され，その分析を通じた改善策を職員に周知徹

底する体制を整備すること。

(３) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に

行うこと。

２ 特定乳児等通園支援事業者は，乳児等支援給付認定子どもに対する特

定乳児等通園支援の提供により事故が発生した場合は，速やかに市及び

当該乳児等支援給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに，必要な

措置を講じなければならない。

３ 特定乳児等通園支援事業者は，前項の事故の状況及び事故に際して採

った処置について記録しなければならない。

４ 特定乳児等通園支援事業者は，乳児等支援給付認定子どもに対する特

定乳児等通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は，損害

賠償を速やかに行わなければならない。

（会計の区分）

第３２条 特定乳児等通園支援事業者は，特定乳児等通園支援事業の会計

をその他の事業の会計と区分しなければならない。
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（記録の整備等）

第３３条 特定乳児等通園支援事業者は，特定乳児等通園支援事業所の職

員，設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

２ 特定乳児等通園支援事業者は，乳児等支援給付認定子どもに対する特

定乳児等通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し，その完結

の日から５年間保存しなければならない。

(１) 第１４条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当た

っての計画

(２) 第１１条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録

(３) 第１８条の規定による市への通知に係る記録

(４) 第２８条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(５) 第３０条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録

第３章 雑則

（電磁的記録等）

第３４条 特定乳児等通園支援事業者は，記録，作成，保存その他これら

に類するもののうち，この条例の規定において書面等（書面，書類，文

書，謄本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以

下この条において同じ。）により行うことが規定されているものについ

ては，当該書面等に代えて，当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式，

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。以下この条において同じ。）により行うことができる。

２ 特定乳児等通園支援事業者は，この条例の規定による書面等の交付又

は提出については，当該書面等が電磁的記録により作成されている場合
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には，当該書面等の交付又は提出に代えて，第４項で定めるところによ

り，乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て，当該書面等に記載すべき

事項（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報処理組織

（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と，乳児等支援給

付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子

情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この

条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。こ

の場合において，当該特定乳児等通園支援事業者は，当該書面等を交付

し，又は提出したものとみなす。

(１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援

給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線

を通じて送信し，受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録する方法

イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援

給付認定保護者の閲覧に供し，乳児等支援給付認定保護者の使用に

係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給付認定保護者のファ

イルに当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受け

る旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては，特定乳児

等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

その旨を記録する方法）

(２) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって

調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

３ 前項各号に掲げる方法は，乳児等支援給付認定保護者がファイルへの
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記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければ

ならない。

４ 特定乳児等通園支援事業者は，第２項の規定により記載事項を提供し

ようとするときは，あらかじめ，当該記載事項を提供する乳児等支援給

付認定保護者に対し，その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容

を示し，文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(１) 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使

用するもの

(２) ファイルへの記録の方式

５ 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は，当該乳児

等支援給付認定保護者から文書又は電磁的方法により，電磁的方法によ

る提供を受けない旨の申出があったときは，当該乳児等支援給付認定保

護者に対し，第２項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってし

てはならない。ただし，当該乳児等支援給付認定保護者が再び前項の規

定による承諾をした場合は，この限りでない。

６ 第２項から前項までの規定は，この条例の規定による書面等による同

意の取得について準用する。この場合において，第２項中「書面等の交

付又は提出」とあり，及び「書面等に記載すべき事項（以下この条にお

いて「記載事項」という。）」とあるのは「書面等による同意」と，

「第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と，「提供す

る」とあるのは「得る」と，「書面等を交付し，又は提出した」とある

のは「書面等による同意を得た」と，同項第１号イ中「記載事項を」と

あるのは「同意に関する事項を」と，「提供を受ける」とあるのは「同

意を行う」と，「受けない」とあるのは「行わない」と，「交付する」

とあるのは「得る」と，第３項中「前項各号」とあるのは「第６項にお

いて準用する前項各号」と，第４項中「第２項」とあるのは「第６項に
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おいて準用する第２項」と，「記載事項を提供しよう」とあるのは「同

意を得よう」と，「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようと

する」と，同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において準

用する第２項各号」と，第５項中「前項」とあるのは「第６項において

準用する前項」と，「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」

と，「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定

による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。

附 則

この条例は，令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１７号

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例

（大崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正）

第１条 大崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成１８

年大崎市条例第２６２号）の一部を次のように改正する。

第５条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８

項」に改める。

（大崎市病院事業の設置等に関する条例の一部改正）

第２条 大崎市病院事業の設置等に関する条例（平成１８年大崎市条例第

２６３号）の一部を次のように改正する。

第７条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８

項」に改める。

（大崎市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正）

第３条 大崎市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和３年

大崎市条例第３８号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２４３条の２の７第１項」を「第２４３条の２の８第１

項」に，「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」

に改める。

第２条中「第１７３条の４第１項第１号」を「第１７３条の５第１項

第１号」に改める。

附 則

この条例は，令和８年９月２４日から施行する。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１８号

大崎市行政区設置条例の一部を改正する条例

大崎市行政区設置条例（平成１８年大崎市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。

第２条第１項中「を置き，報酬を支給する」を「を置く」に改め，同条

第２項を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。

（大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正）

２ 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（平成１８年大崎市条例第６２号）の一部を次のように改正する。

別表行政区長の項を削る。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１９号

大崎市まちづくり協議会条例の一部を改正する条例

大崎市まちづくり協議会条例（平成１８年大崎市条例第２５号）の一部

を次のように改正する。

第１条中「地域に」の次に「設置される」を加え，「設置し」を「支援

し」に改める。

第２条の見出しを「（協議会の名称等）」に改め，同条中「区域」を

「地域」に改め，同条に次の１項を加える。

２ 協議会の組織等は，当該地域の実情に応じ，協議会が定める。

第３条第２項及び第３項を削る。

第４条を次のように改める。

（行政の支援）

第４条 行政は，協議会の自主性を尊重し，その活動について適切な支援

を行うものとする。

第５条から第８条までを削り，第９条を第５条とする。

附 則

この条例は，令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第２０号

大崎市地区集会所条例の一部を改正する条例

大崎市地区集会所条例（平成１８年大崎市条例第３２２号）の一部を次

のように改正する。

別表第１大崎市三本木南谷地集会所の項及び大崎市三本木多田川集会所

の項を削る。

附 則

この条例は，令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第２１号

大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

大崎市一般職の職員の給与に関する条例（平成１８年大崎市条例第６８

号）の一部を次のように改正する。

第１１条の４第２項第２号中「３万６，３００円」を「７万７００円」

に改め，同条第８項中「自動車等」の次に「及び駐車場等」を加え，同項

を同条第９項とし，同条第７項を同条第８項とし，同条第６項中「最初の

月」の次に「（当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則

で定める場合にあっては，その翌月）」を加え，同項を同条第７項とし，

同条第５項中「運賃相当額」を「運賃等相当額」に，「及び特別料金等相

当額」を「，特別料金等相当額」に，「特別急行列車」を「新幹線鉄道

等」に，「の合計額が７万５，０００円」を「及び前項第１号に定める額

の合計額が１５万円」に，「前３項」を「第２項から前項まで」に，「７万

５，０００円」を「１５万円」に改め，同項を同条第６項とし，同条第４

項の次に次の１項を加える。

５ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で，自動車等の駐車のための施

設（その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。

第１号及び第９項において「駐車場等」という。）を利用し，その料金

を負担することを常例とするもの（規則で定める職員を除く。）の通勤

手当の額は，前３項の規定にかかわらず，次の各号に掲げる通勤手当の

区分に応じ，当該各号に定める額とする。

(１) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき，４，０００円を

超えない範囲内で１箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として

規則で定める額

- 71 -



(２) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前３項の規定による額

附 則

この条例は，令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第２２号

大崎市職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例

（大崎市職員等の旅費に関する条例の一部改正）

第１条 大崎市職員等の旅費に関する条例（平成１８年大崎市条例第６９

号）の一部を次のように改正する。

目次中「第１４条」を「第７条」に，

改め，「第４章 雑則（第２１条―第２９条）」を削る。

第２条第１項第４号中「職員についてはその住所又は居所」を「場合

又は任命権者若しくはその委任を受けた者（以下「旅行命令権者」とい

う。）が認める場合には，その住所，居所その他旅行命令権者が認める

場所」に改め，同項第６号中「若しくはその扶養親族又は遺族」を「又

はその遺族」に，「根拠地」を「根拠」に改め，同項第７号を次のよう

に改める。

(７) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者（婚姻の届出をしてい

ないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号

及び次号において同じ。），子，父母，孫，祖父母及び兄弟姉妹で

職員と生計を一にするものをいい，外国旅行にあっては職員の配偶

「

第２章 内国旅行の旅費（第１５条―第２９条）

第３章 外国旅行の旅費（第３０条―第３６条）
を

」

「

第２章 旅費の種目及び内容（第８条―第２０条）

第３章 雑則（第２１条―第２９条）

に

」
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者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

第２条第１項第８号中「一つ」を「一」に改め，同項に次の１号を加

える。

(９) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３

９号）第６条の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規

則で定める者（以下「旅行業者等」という。）であって，市と旅行

役務提供契約（旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規

則で定めるものを旅行者に提供することを約し，かつ，市が当該旅

行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うこと

を約する契約をいう。次条第８項において同じ。）を締結したもの

をいう。

第２条第２項を削る。

第３条第２項第３号中「勤続２年以上の」を削り，「当該職員の」の

次に「本邦にある」を加え，「居住地に」を「居住地を」に改め，同項

第４号中「ため」を「ための」に改め，同条第３項中「同項」を「前項」

に改め，同条第６項を次のように改める。

６ 第１項，第２項及び前２項の規定により旅費の支給を受けることが

できる者（その者の家族の旅行について旅費の支給を受けることがで

きる場合には当該家族を含む。次項において同じ。）が次条第３項の

規定により旅行命令等の変更（取消しを含む。同項及び同条第４項並

びに第５条において同じ。）を受け，又は死亡した場合その他規則で

定める場合には，当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損

失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として

支給することができる。

第３条第７項中「事故」の次に「又は天災その他やむを得ない事情」

を加え，同条に次の１項を加える。
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８ 第１項，第２項及び第４項から第６項までに規定する場合において，

市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があ

るときは，これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて，当

該旅行役務提供者に対し，当該金額を旅費に相当するものとして支払

うことができる。

第４条第１項中「任命権者又はその委任を受けた者（以下「旅行命令

権者」という。）」を「旅行命令権者」に改め，同条第３項中「を変更

（取消しを含む。以下同じ。）」を「の変更を」に，「これを変更」を

「その変更を」に改め，同条第４項中「これを変更」を「その変更を」

に，「記載し，これ」を「記載又は記録をし，当該事項」に，「しなけ

れば」を「行わなければ」に改め，同項ただし書中「旅行に関する」を

削り，「記載しこれを提示」を「記載又は記録を」に，「これを変更」

を「その変更を」に改め，同条第５項中「旅行命令権者は，口頭により

旅行命令等を発し，又はこれを変更した」を「前項ただし書の規定によ

り旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった」に，「当該旅行に関する

事項を記載し，これを当該旅行者に提示」を「同項に定める事項の記載

又は記録を」に改める。

第５条第１項中「変更された」を「変更を受けた」に改め，同条第２

項中「できるだけ」を「，できるだけ」に改め，同条第３項中「旅行命

令等に従った」を「，旅行命令等に従った」に改める。

第６条を削る。

第７条の前の見出しを削り，同条に見出しとして「（旅費の計算）」

を付し，同条中「旅費は」の次に「，旅行に要する実費を弁償するため

のものとして次章に規定する種目及び内容に基づき」を加え，「の旅費

により」を「によって」に改め，同条ただし書中「よって」を「より」

に改め，同条を第６条とする。
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第８条から第１２条までを削る。

第１３条に見出しとして「（旅費の請求手続）」を付し，同条第１項

中「者」を「もの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅

行役務提供者」に，「これを市長」を「会計管理者」に，「旅費額」を

「旅費又は旅費に相当する金額」に改め，「その旅費」の次に「又は旅

費に相当する金額」を加え，「金額の支給」を「支給又は支払」に改め，

同条第２項中「，所定の期間内に」を「所定の期間内に，」に改め，同

条第３項中「当該過払金」を「，当該過払金」に改め，同条を第７条と

する。

第１４条を削る。

第２章及び第３章を次のように改める。

第２章 旅費の種目及び内容

（旅費の種目）

第８条 旅費の種目は，鉄道賃，船賃，航空賃，車賃，宿泊費，包括宿

泊費，宿泊手当，転居費，着後滞在費，家族移転費，渡航雑費及び死

亡手当とする。

（鉄道賃）

第９条 鉄道賃は，鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２

条第１項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正１０

年法律第７６号）第１条第１項に規定する軌道並びに外国におけるこ

れらに相当するものをいう。次項及び第１２条第１項において同じ。）

を利用する移動に要する費用とし，その額は，次に掲げる費用（第２

号から第５号までに掲げる費用は，第１号に掲げる運賃に加えて別に

支払うものであって，公務のため特に必要とするものに限る。）の額

の合計額とする。

(１) 運賃
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(２) 急行料金

(３) 寝台料金

(４) 座席指定料金

(５) 特別車両料金（市長が別に定めるものに限る。）

(６) 前各号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は，内国旅行の場合であって運

賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級，外国旅行の

場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上

級（等級が３以上に区分された鉄道により移動する場合には，最上級

の直近下位の級）の運賃の額とする。

（船賃）

第１０条 船賃は，船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第

２条第２項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶及び外国におけ

るこれに相当するものをいう。次項及び第１２条第１項において同

じ。）を利用する移動に要する費用とし，その額は，次に掲げる費用

（第２号から第５号までに掲げる費用は，第１号に掲げる運賃に加え

て別に支払うものであって，公務のため特に必要とするものに限る。）

の額の合計額とする。

(１) 運賃

(２) 寝台料金

(３) 座席指定料金

(４) 特別船室料金

(５) 前各号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は，内国旅行の場合であって運

賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級，外国旅行の

場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上
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級（等級が３以上に区分された船舶により移動する場合には，最上級

の直近下位の級）の運賃の額とする。

（航空賃）

第１１条 航空賃は，航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第

２条第１８項に規定する航空運送事業の用に供する航空機及び外国に

おけるこれに相当するものをいう。次項及び次条第１項において同

じ。）を利用する移動に要する費用とし，その額は，次に掲げる費用

（第２号及び第３号に掲げる費用は，第１号に掲げる運賃に加えて別

に支払うものであって，公務のため特に必要とするものに限る。）の

額の合計額とする。

(１) 運賃

(２) 座席指定料金

(３) 前２号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は，運賃の等級が区分された航

空機により移動する場合には，最下級の運賃の額とする。

（車賃及びその他の交通費）

第１２条 車賃及びその他の交通費は，鉄道，船舶及び航空機以外を利

用する移動に要する費用とし，その額は，次に掲げる費用（第２号か

ら第４号までに掲げる費用は，公務のため特に必要とするものに限

る。）の額の合計額とする。

(１) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲

げる一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自

動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）の用に供する自動

車（外国におけるこれに相当するものを含む。）を利用する移動に

要する運賃

(２) 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事
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業の用に供する自動車（外国におけるこれに相当するものを含む。）

その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く。）

を利用する移動に要する運賃

(３) 前２号に掲げる運賃以外の費用であって，道路運送法第８０条

第１項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車（外国

におけるこれに相当するものを含む。）の賃料その他の移動に直接

要する費用

(４) 自家用自動車等（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第

２条第１項第９号に規定する自動車，同項第１０号に規定する原動

機付自転車又は同項第１１号に規定する軽車両であって，自己の用

に供するものをいう。）を利用する移動に要する費用

(５) 前各号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第４号に掲げる車賃の額は，路程１キロメートルにつき３７円

とし，全行程を通算して計算する。この場合において，通算した路程

に１キロメートル未満の端数が生じたときは，これを切り捨てる。

（宿泊費）

第１３条 宿泊費は，旅行中の宿泊に要する費用とし，その額は，国家

公務員等の旅費支給規程（昭和２５年大蔵省令第４５号。以下「省令」

という。）別表第２第１号の表又は第２号の表の上欄に掲げる区分に

応じ，これらの表の職務の級が１０級以下の者の欄に掲げる額とする。

ただし，当該宿泊に係る特別な事情がある場合は，この限りでない。

（包括宿泊費）

第１４条 包括宿泊費は，移動及び宿泊に対する一体の対価として支払

われる費用とし，その額は，当該移動に係る第９条から第１２条まで

の規定による額及び当該宿泊に係る宿泊費の合計額とする。

（宿泊手当）
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第１５条 宿泊手当は，宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための

費用とし，その額は，１夜につき省令別表第３第１号の表又は第２号

の表の上欄に掲げる区分に応じ，これらの表に掲げる額とする。

２ 宿泊手当の額は，宿泊費又は包括宿泊費が次の各号に掲げる場合に

該当するときは，前項の規定にかかわらず，当該各号に定める額とす

る。

(１) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる

場合 前項に規定する額の３分の２の額

(２) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項

に規定する額の３分の１の額

３ 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は，前２項の規定にかかわら

ず，その移動の到着地に応じ，省令別表第３第１号の表又は第２号の

表の上欄に掲げる区分に応じ，これらの表に掲げる額とする。ただし，

鉄道賃，船賃，航空賃又はその他の交通費（包括宿泊費及び家族移転

費のうちこれらに相当するものを含む。）に食事に相当するものが含

まれる場合には，第１項に規定する額の３分の１の額とする。

４ 旅行者が，旅行中自宅（住所又は居所若しくはこれに相当する場所

をいう。）に宿泊する場合は，前３項の規定にかかわらず，宿泊手当

は支給しない。

（転居費）

第１６条 転居費は，赴任に伴う転居に要する費用（第１８条第１項第

１号又は第２号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。）

とし，その額は，転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定

する額とする。

（着後滞在費）

第１７条 着後滞在費は，赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし，
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その額は，５夜分を限度として，現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び

宿泊手当の合計額に相当する額とする。

（家族移転費）

第１８条 家族移転費は，赴任に伴う家族の移転に要する費用とし，そ

の額は，次に掲げる額とする。

(１) 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に

限る。以下この号及び次号において同じ。）を職員の新居住地に移

転する場合には，家族１人ごとに，職員がその移転をするものとし

て算定した鉄道賃，船賃，航空賃，車賃及びその他の交通費，宿泊

費，包括宿泊費，宿泊手当並びに着後滞在費の合計額に相当する額

(２) 前号に規定する場合に該当せず，かつ，赴任を命ぜられた日の

翌日から１年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するま

での間に更に赴任があった場合には，当該赴任後における職員の新

居住地）に移転する場合には，同号の規定に準じて算定した額

２ 旅行命令権者は，公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情が

ある場合には，前項第２号に規定する期間を延長することができる。

（渡航雑費）

第１９条 渡航雑費は，外国旅行に要する雑費とし，その額は，予防接

種に係る費用，旅券の交付手数料及び査証手数料並びに入出国税その

他外国旅行に必要な費用の額とする。

（死亡手当）

第２０条 死亡手当は，職員の外国における死亡（第３条第２項第５号

に規定する場合に限る。）に伴う諸雑費に充てるための費用とし，そ

の額は，省令別表第５に掲げる額とする。

第３章 雑則

（退職者等の旅費）
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第２１条 第３条第２項第１号又は第４号の規定により支給する旅費は，

退職等の日の翌日から３月以内における当該退職等に伴う旅行又は本

邦への帰住について，出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものと

する。

２ 前項の場合において，退職等となった職員が家族を移転するときは，

同項に規定する旅費に，転居費のうち家族の転居に要する費用及び家

族移転費に相当するものを加えるものとする。

３ 旅行命令権者は，天災その他やむを得ない事情がある場合には，第

１項に規定する期間を延長することができる。

（遺族の旅費）

第２２条 第３条第２項第２号，第３号又は第５号の規定により支給す

る旅費（死亡手当に係るものを除く。）は，出張又は赴任の例に準じ

て規則で定めるものとする。

（証人等の旅費）

第２３条 第３条第４項又は第５項の規定により支給する旅費は，他の

条例に特別の定めがある場合を除くほか，旅行命令権者が市長に協議

して定めるものとする。

（旅費の支給額の上限）

第２４条 鉄道賃，船賃，航空賃，車賃及びその他の交通費（家族移転

費のうちこれらに相当する部分を含む。）に係る旅費の支給額は，第

９条第１項各号，第１０条第１項各号，第１１条第１項各号及び第１

２条第１項各号に掲げる各費用について，当該各条及び第６条の規定

により計算した額と現に支払った額を比較し，当該各費用ごとのいず

れか少ない額を合計した額とする。

２ 宿泊費，包括宿泊費，転居費，着後滞在費（宿泊手当に相当する部

分を除く。），家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）及び
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渡航雑費に係る旅費の支給額は，当該各種目について第６条並びに第

１３条，第１４条，第１６条，第１７条，第１８条第１項及び第１９

条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し，当該各種目ご

とのいずれか少ない額を合計した額とする。

（この条例に定めのない事項）

第２５条 この条例に規定するもののほか，外国旅行の旅費については，

国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号）の規

定の例により支給する。

（旅費の調整）

第２６条 旅行命令権者は，旅行者が市以外の者から旅費の支給を受け

る場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質

上，この条例の規定による旅費を支給した場合には，不当に旅行の実

費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合

においては，その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要と

しない部分の旅費を支給しないことができる。

２ 旅行命令権者は，旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行す

ることが当該旅行における特別の事情により，又は当該旅行の性質上

困難である場合には，旅行命令権者が定める旅費を支給することがで

きる。

（旅費の特例）

第２７条 旅行命令権者は，職員について労働基準法（昭和２２年法律

第４９号）第１５条第３項又は第６４条の規定に該当する事由がある

場合において，この条例の規定による旅費の支給ができないとき又は

この条例の規定により支給する旅費が同項若しくは同法第６４条の規

定による旅費若しくは費用に満たないときは，当該職員に対し，これ

らの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部
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分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

（旅費の返納）

第２８条 会計管理者は，旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこ

れに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額

の支払を受けた場合には，当該旅費又は当該金額を返納させなければ

ならない。

２ 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支

給を受けた場合には，会計管理者は，前項に規定する返納に代えて，

会計管理者がその後においてその者に対し支出し，又は支払う給与又

は旅費の額から，当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

（委任）

第２９条 この条例実施のための手続その他その執行に関し必要な事項

は，規則で定める。

第４章，別表第１及び別表第２を削る。

（大崎市議会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部改正）

第２条 大崎市議会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当に関する条例

（平成１８年大崎市条例第６１号）の一部を次のように改正する。

第４条第２項中「種類」を「種目」に改める。

（大崎市市議会等に出頭した関係人等に対する費用弁償に関する条例の

一部改正）

第３条 大崎市市議会等に出頭した関係人等に対する費用弁償に関する条

例（平成１８年大崎市条例第６３号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「次のとおりとする」を「市の一般職の職員の例によ

る」に改め，同項の表を削る。

（大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部
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改正）

第４条 大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

（平成１８年大崎市条例第６５号）の一部を次のように改正する。

第７条第２項中「種類」を「種目」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の大崎市職員等の旅費に関する条例（以下「新

条例」という。）の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に新条例第２条第１項第４号に規定する旅行命令権者が新条

例第４条第１項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第３条第

５項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し，施行日前

にこの条例による改正前の大崎市職員等の旅費に関する条例（以下「旧

条例」という。）第４条第１項に規定する旅行命令権者が同項に規定す

る旅行命令等を発した旅行及び旧条例第３条第５項の規定により旅費の

支給を決定した旅行については，なお従前の例による。ただし，施行日

前に旧条例第４条第１項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行

命令等を発し，かつ，施行日以後に新条例第２条第１項第４号に規定す

る旅行命令権者が新条例第４条第３項の規定により当該旅行命令等を変

更する旅行については，新条例の規定は，当該旅行のうち当該変更の日

以後の期間に対応する分について適用し，当該旅行のうち当該変更の日

前の期間に対応する分については，なお従前の例による。

３ 新条例第３条第６項及び第７項の規定は，これらの項に規定する者が

同条第１項，第２項，第４項及び第５項の規定により旅費の支給を受け

ることができる場合について適用し，旧条例第３条第１項，第２項，第
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４項及び第５項の規定により旅費の支給を受けることができる場合につ

いては，なお従前の例による。

４ 新条例第２８条の規定は，新条例又はこれに基づく命令の規定に違反

して旅費の支給を受けた場合について適用する。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第２３号

大崎市都市計画税条例の一部を改正する条例

大崎市都市計画税条例（平成１８年大崎市条例第７７号）の一部を次の

ように改正する。

別表古川米袋の部水押の項中「３番１から３番５まで」を「３番１から

３番３まで，３番５」に，「４番１から４番３まで」を「４番１，４番

３」に，「５番４，５番５」を「５番４から５番６まで」に改め，「，８

番１」，「，９番１」及び「，１１番１」を削り，「６２番」の次に「，

６３番」を加え，同表古川塚目の部石名坂の項中「２０２番５から２０２

番７まで」を「２０２番５から２０２番８まで」に改め，同部原屋敷の項

中「８８番５から８８番２０まで」を「８８番５から８８番２１まで」に，

「１５５番１から１５５番３まで」を「１５５番１，１５５番３」に改め，

同部前田の項中「６番５」の次に「，６番７，６番８」を加え，同部屋敷

の項中「３２１番１から３２１番４まで」を「３２１番１から３２１番５

まで」に改め，同表古川米倉の部北の項中「８番５」の次に「，８番１

１」を加え，同表古川小泉の部大小の項中「４３８番１，４３８番２」を

「４３８番１から４３８番３まで」に改め，「５０８番３」の次に「，５

０８番５」を加え，「５０９番１から５０９番８まで」を「５０９番１か

ら５０９番４まで，５０９番６から５０９番８まで」に改め，同表古川福

浦の部新土手外の項中「１１０番１から１１０番３まで」を「１１０番１

から１１０番４まで」に，「１１１番１，１１１番２」を「１１１番１か

ら１１１番３まで」に，「１１２番１，１１２番２」を「１１２番１から

１１２番３まで」に改め，同表古川馬寄の部南田の項中「１０番１から１

０番３まで」を「１０番１から１０番１７まで」に改め，「，１１番１」
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及び「，１２番１」を削り，「１３番１から１３番３まで」を「１３番２，

１３番４，１３番５」に改め，同表古川新田の部銃後稔の項を削り，同表

古川沢田の部新原際の項中「７６番３から７６番６まで」を「７６番３か

ら７６番７まで」に改め，同表古川境野宮の部前田の項中「９６番から１

０５番まで」を「９６番から１０３番まで，１０４番１から１０４番６ま

で」に，「１１３番 1 から１１３番９まで」を「１１３番１から１１３番

７まで，１１３番９」に改め，同表三本木高柳の部横江の項中「９番４か

ら９番６まで」を「９番６」に改め，同表鹿島台木間塚の部出町の項中

「１５２番３」を「１５２番３から１５２番７まで」に改め，同表鹿島台

平渡の部上敷の項中「４４番６６から４４番７７まで」を「４４番６６か

ら４４番８２まで」に改め，同部銭神の項中「５０番２から５０番７ま

で」を「５０番２から５０番８まで」に改め，同部長根の項中「６２番３

から６２番８まで」を「６２番３から６２番１２まで」に改め，「，６９

番４」を削り，同部東銭神の項中「４番１０から４番１７まで」を「４番

１０から４番１８まで」に，「７番７から７番２６まで」を「７番７から

７番２７まで」に改め，同表岩出山上野目の部下辻堂の項中「，１２１

番」を削り，「１２１番３，１２１番４」を「１２１番３から１２１番８

まで」に改め，同表岩出山の部上川原町の項中「１１７番」を「１１７番

１，１１７番２」に，「１６７番３０，１６７番３１」を「１６７番３０

から１６７番３２まで」に改め，同部下川原の項中「９番１５から９番２

０まで」を「９番１５から９番２２まで」に，「２１番１から２３番ま

で」を「２１番１，２１番３，２２番，２３番１，２３番２」に，「２４

番７」を「２４番７から２４番９まで」に，「１９６番から２０９番ま

で」を「１９６番から２０２番まで，２０３番１，２０３番２，２０４番

から２０９番まで」に改め，「２２８番２」の次に「，２２９番」を加え

る。
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附 則

（施行期日）

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の大崎市都市計画税条例の規定は，令和８年度

以後の年度分の都市計画税について適用し，令和７年度分までの都市計

画税については，なお従前の例による。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第２４号

大崎市手数料条例及び大崎市建築審査会条例の一部を改正する条例

（大崎市手数料条例の一部改正）

第１条 大崎市手数料条例（平成１８年大崎市条例第７８号）の一部を次

のように改正する。

別表中

「

を

」

「

に

４３ 都市計画法第４７条第５項の規定に基づく開

発登録簿の写しの交付

１

部

４７０円

４３

の２

マンションの建替え等の円滑化に関する法律

（平成１４年法律第７８号）第１０５条第１

項の規定に基づく容積率に関する特例の許可

１

件

１６０，０

００円

４３ 都市計画法第４７条第５項の規定に基づく開

発登録簿の写しの交付

１

部

４７０円

４３

の２

宅地造成及び特定盛土等

規制法（昭和３６年法律

第１９１号）第１８条第

１項又は第３７条第１項

の規定に基づく中間検査

を申請する者（同法第１

５条第１項の規定により

同法第１２条第１項の許

盛土又は切土をする

土地の面積の区分が

０．３ヘクタールの

もの

１

件

５，５００

円

盛土又は切土をする

土地の面積の区分が

０．３ヘクタールを

超え０．５ヘクター

１

件

６，５００

円
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可があったものとみなさ

れた者又は同法第３４条

第１項の規定により同法

第３０条第１項の許可が

あったものとみなされた

者を除く。）

ル以内のもの

盛土又は切土をする

土地の面積の区分が

０．５ヘクタールを

超え１．０ヘクター

ル以内のもの

１

件

７，４００

円

盛土又は切土をする

土地の面積の区分が

１．０ヘクタールを

超え２．０ヘクター

ル以内のもの

１

件

８，３００

円

盛土又は切土をする

土地の面積の区分が

２．０ヘクタールを

超え４．０ヘクター

ル以内のもの

１

件

９，０００

円

盛土又は切土をする

土地の面積の区分が

４．０ヘクタールを

超え７．０ヘクター

ル以内のもの

１

件

１１，００

０円

盛土又は切土をする

土地の面積の区分が

７．０ヘクタールを

１

件

１３，００

０円
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改める。

（大崎市建築審査会条例の一部改正）

第２条 大崎市建築審査会条例（平成１９年大崎市条例第４９号）の一部

を次のように改正する。

第３条第３項第１号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法

律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に，「第１０５条

第２項」を「第１６３条の５９第２項」に改め，同項第２号中「マンシ

ョンの建替え等の円滑化に関する法律第１０５条第２項」を「マンショ

ンの再生等の円滑化に関する法律第１６３条の５９第２項」に改める。

附 則

この条例は，令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志

」

超え１０．０ヘクタ

ール以内のもの

盛土又は切土をする

土地の面積の区分が

１０．０ヘクタール

を超えるもの

１

件

１６，００

０円

４３

の３

マンションの再生等の円滑化に関する法律

（平成１４年法律第７８号）第１６３条の５

９第１項の規定に基づく容積率等に関する特

例の許可

１

件

１６０，０

００円
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議案第２５号

大崎市就学支援審議会条例の一部を改正する条例

大崎市就学支援審議会条例（平成１８年大崎市条例第１１８号）の一部

を次のように改正する。

題名を次のように改める。

大崎市教育支援委員会条例

第１条第１項中「教育的見地から就学支援と適正な判別を行うため」を

「適切な就学先及び就学後における適切な教育支援の調査審議及び助言を

行うため」に，「大崎市就学支援審議会（以下「審議会」を「大崎市教育支

援委員会（以下「委員会」に改め，同条第２項，第２条第１項，第４条第

１項，第５条第１項及び第２項，第６条第１項から第３項まで並びに第７

条中「審議会」を「委員会」に改める。

附 則

この条例は，令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第２６号

大崎市放課後児童クラブ実施条例及び大崎市放課後児童クラブ室設

置条例の一部を改正する条例

（大崎市放課後児童クラブ実施条例の一部改正）

第１条 大崎市放課後児童クラブ実施条例（平成１８年大崎市条例第１６

３号）の一部を次のように改正する。

第４条の表大崎市古川なかよし放課後児童クラブの項の次に次のよう

に加える。

（大崎市放課後児童クラブ室設置条例の一部改正）

第２条 大崎市放課後児童クラブ室設置条例（平成３０年大崎市条例第４

８号）の一部を次のように改正する。

第２条の表大崎市古川南放課後児童クラブ室の項の前に次のように加

える。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。

（準備行為）

大崎市古川第２なかよ

し放課後児童クラブ

４０ 大崎市古川東

放課後児童ク

ラブ室

大崎市古川福沼三

丁目１６番１号

大崎市古川第３なかよ

し放課後児童クラブ

６０ 大崎市古川東

放課後児童ク

ラブ室

大崎市古川福沼三

丁目１６番１号

大崎市古川東放課後児童クラブ室 大崎市古川福沼三丁目１６番１号
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２ 第１条の規定による改正後の大崎市放課後児童クラブ実施条例の規定

による大崎市古川第２なかよし放課後児童クラブ及び大崎市古川第３な

かよし放課後児童クラブの実施に関し必要な準備行為は，この条例の施

行の日前においても行うことができる。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第２７号

大崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

大崎市国民健康保険税条例（平成１８年大崎市条例第１７２号）の一部

を次のように改正する。

第３条第１項中「１００分の５．８０」を「１００分の６．９０」に改

める。

第５条中「２０，７００円」を「２９，３００円」に改める。

第５条の２第１号中「１５，８００円」を「２０，１００円」に改め，

同条第２号中「７，９００円」を「１０，０５０円」に改め，同条第３号

中「１１，８５０円」を「１５，０７５円」に改める。

第６条中「１００分の２．２５」を「１００分の２．８０」に改める。

第７条の２中「８，０００円」を「１２，０００円」に改める。

第７条の３第１号中「５，８００円」を「８，２００円」に改め，同条

第２号中「２，９００円」を「４，１００円」に改め，同条第３号中「４，

３５０円」を「６，１５０円」に改める。

第８条中「１００分の２．２６」を「１００分の２．２０」に改める。

第９条の２中「９，６００円」を「１０，８００円」に改める。

第９条の３中「４，７００円」を「５，２００円」に改める。

第２３条第１項第１号ア中「１４，４９０円」を「２０，５１０円」に

改め，同号イ（ア）中「１１，０６０円」を「１４，０７０円」に改め，

同号イ（イ）中「５，５３０円」を「７，０３５円」に改め，同号イ

（ウ）中「８，２９５円」を「１０，５５２円」に改め，同号ウ中「５，

６００円」を「８，４００円」に改め，同号エ（ア）中「４，０６０円」

を「５，７４０円」に改め，同号エ（イ）中「２，０３０円」を「２，８
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７０円」に改め，同号エ（ウ）中「３，０４５円」を「４，３０５円」に

改め，同号オ中「６，７２０円」を「７，５６０円」に改め，同号カ中

「３，２９０円」を「３，６４０円」に改め，同項第２号ア中「１０，３

５０円」を「１４，６５０円」に改め，同号イ（ア）中「７，９００円」

を「１０，０５０円」に改め，同号イ（イ）中「３，９５０円」を「５，

０２５円」に改め，同号イ（ウ）中「５，９２５円」を「７，５３７円」

に改め，同号ウ中「４，０００円」を「６，０００円」に改め，同号エ

（ア）中「２，９００円」を「４，１００円」に改め，同号エ（イ）中

「１，４５０円」を「２，０５０円」に改め，同号エ（ウ）中「２，１７

５円」を「３，０７５円」に改め，同号オ中「４，８００円」を「５，４

００円」に改め，同号カ中「２，３５０円」を「２，６００円」に改め，

同項第３号ア中「４，１４０円」を「５，８６０円」に改め，同号イ

（ア）中「３，１６０円」を「４，０２０円」に改め，同号イ（イ）中

「１，５８０円」を「２，０１０円」に改め，同号イ（ウ）中「２，３７

０円」を「３，０１５円」に改め，同号ウ中「１，６００円」を「２，４

００円」に改め，同号エ（ア）中「１，１６０円」を「１，６４０円」に

改め，同号エ（イ）中「５８０円」を「８２０円」に改め，同号エ（ウ）

中「８７０円」を「１，２３０円」に改め，同号オ中「１，９２０円」を

「２，１６０円」に改め，同号カ中「９４０円」を「１，０４０円」に改

め，同条第２項第１号ア中「３，１０５円」を「４，３９５円」に改め，

同号イ中「５，１７５円」を「７，３２５円」に改め，同号ウ中「８，２

８０円」を「１１，７２０円」に改め，同号エ中「１０，３５０円」を

「１４，６５０円」に改め，同項第２号ア中「１，２００円」を「１，８

００円」に改め，同号イ中「２，０００円」を「３，０００円」に改め，

同号ウ中「３，２００円」を「４，８００円」に改め，同号エ中「４，０

００円」を「６，０００円」に改める。
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附 則

（施行期日）

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の大崎市国民健康保険税条例の規定は，令和８

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し，令和７年度分まで

の国民健康保険税については，なお従前の例による。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第２８号

大崎市リサイクルデザイン工房条例の一部を改正する条例

大崎市リサイクルデザイン工房条例（平成１８年大崎市条例第１８４号）

の一部を次のように改正する。

第２条の表中「大崎市古川リサイクルデザイン展示館」を「大崎市リサ

イクルデザイン展示館」に，「古川川端２番１５号」を「岩出山字船場２

１番地」に改める。

別表情報室の項を削る。

附 則

この条例は，公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則

で定める日から施行する。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第２９号

大崎市土地改良事業助成条例の一部を改正する条例

大崎市土地改良事業助成条例（平成１８年大崎市条例第２０６号）の一

部を次のように改正する。

第３条第２項中「１割」を「３割」に改める。

附 則

この条例は，令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第３０号

大崎市公共物管理条例等の一部を改正する条例

（大崎市公共物管理条例の一部改正）

第１条 大崎市公共物管理条例（平成１８年大崎市条例第８０号）の一部

を次のように改正する。

別表使用の項を次のように改める。

使

用

柱

類

の

設

置

第１種電柱 １本につき１年 ５７０

第２種電柱 ８８０

第３種電柱 １，２００

第１種電話柱 ５１０

第２種電話柱 ８２０

第３種電話柱 １，１００

その他の柱類 ５１

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートルに

つき１年

５

地下に設ける電線その他の線類 ３

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ５００

地下に設ける変圧器 使用面積１平方メ

ートルにつき１年

３１０

変圧塔その他これに類するもの

及び公衆電話所

１個につき１年 １，０００

郵便差出箱及び信書便差出箱 ４３０

広告塔及び広告板 表示面積１平方メ

ートルにつき１年

９００

鉄塔 使用面積１平方メ １，０００
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ートルにつき１年

管

類

の

設

置

外径０．０７メートル未満の

もの

長さ１メートルに

つき１年

２２

外径０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの

３１

外径０．１メートル以上０．

１５メートル未満のもの

４６

外径０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの

６１

外径０．２メートル以上０．

３メートル未満のもの

９２

外径０．３メートル以上０．

４メートル未満のもの

１２０

外径０．４メートル以上０．

７メートル未満のもの

２２０

外径０．７メートル以上１メ

ートル未満のもの

３１０

外径１メートル以上のもの ６１０

駐車場，休憩所，遊戯場，露店，

商品置場又は材料置場

使用面積１平方メ

ートルにつき１年

４４０

農地 ５

採草放牧地 ３

通路及び通路橋 ２２０

そ

の

他

工作物を設置する場合 １７０

工作物を設置しない場合 １００
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（大崎市都市公園条例の一部改正）

第２条 大崎市都市公園条例（平成１８年大崎市条例第２５２号）の一部

を次のように改正する。

別表第３の２の表を次のように改める。

２ 都市公園を占用する場合の使用料

占用物件 単位 使用料

第１種電柱 １本につき１年 ５７０円

第２種電柱 ８８０円

第３種電柱 １，２００円

第１種電話柱 ５１０円

第２種電話柱 ８２０円

第３種電話柱 １，１００円

その他の柱類 ５１円

共架電線その他上空に設ける線

類

長さ１メートルに

つき１年

５円

地下に設ける電線その他の線類 ３円

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ５００円

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メ

ートルにつき１年

３１０円

郵便差出箱及び信書便差出箱 １個につき１年 ４３０円

鉄塔 占用面積１平方メ

ートルにつき１年

１，０００円

水 道 管 又

は 下 水 道

管，ガス管

そ の 他 こ

外径が０．０７メート

ル未満のもの

長さ１メートルに

つき１年

２２円

外径が０．０７メート ３１円
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れ に 類 す

るもの

ル以上０．１メートル

未満のもの

外径が０．１メートル

以上０．１５メートル

未満のもの

４６円

外径が０．１５メート

ル以上０．２メートル

未満のもの

６１円

外径が０．２メートル

以上０．３メートル未

満のもの

９２円

外径が０．３メートル

以上０．４メートル未

満のもの

１２０円

外径が０．４メートル

以上０．７メートル未

満のもの

２２０円

外径が０．７メートル

以上１メートル未満の

もの

３１０円

外径が１メートル以上

のもの

６１０円

通路及び通路橋 占用面積１平方メ

ートルにつき１年

２２０円

標識 １本につき１年 ８２０円

広告塔及び広告板 表示面積１平方メ ９００円
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（大崎市道路占用料条例の一部改正）

第３条 大崎市道路占用料条例（平成１８年大崎市条例第２５７号）の一

部を次のように改正する。

別表備考以外の部分を次のように改める。

ートルにつき１年

公衆電話ボックス敷 １個につき１年 １，０００円

展示会又は競技会その他これら

に類する仮設工作物

占用面積１平方メ

ートルにつき１月

９０円

工事用板囲，足場，詰所その他工占用面積１平方メ １，０００円

事用施設 ートルにつき１年

占用物件 単位 占用料

道路法

第３２

条第１

項第１

号に掲

げる工

作物

第１種電柱 １本につき

１年

５７０

第２種電柱 ８８０

第３種電柱 １，２００

第１種電話柱 ５１０

第２種電話柱 ８２０

第３種電話柱 １，１００

その他の柱類 ５１

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メー

トルにつき

１年

５

地下に設ける電線その他の線類 ３

路上に設ける変圧器 １個につき

１年

５００

地下に設ける変圧器 占用面積１

平方メート

３１０
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ルにつき１

年

変圧塔その他これに類するもの及び

公衆電話所

１個につき

１年

１，０００

郵便差出箱及び信書便差出箱 ４３０

広告塔 表示面積１

平方メート

ルにつき１

年

９００

その他のもの 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年

１，０００

道路法

第３２

条第１

項第２

号に掲

げる物

件

外径が０．０７メートル未満のもの長さ１メー

トルにつき

１年

２２

外径が０．０７メートル以上０．１

メートル未満のもの

３１

外径が０．１メートル以上０．１５

メートル未満のもの

４６

外径が０．１５メートル以上０．２

メートル未満のもの

６１

外径が０．２メートル以上０．３メ

ートル未満のもの

９２

外径が０．３メートル以上０．４メ

ートル未満のもの

１２０

外径が０．４メートル以上０．７メ

ートル未満のもの

２２０
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外径が０．７メートル以上１メート

ル未満のもの

３１０

外径が１メートル以上のもの ６１０

道路法第３２条第１項第３号及び第４号に

掲げる施設

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年

１，０００

道路法

第３２

条第１

項第５

号に掲

げる施

設

地下街及び

地下室

階数が１のもの Ａに０．００

４を乗じて得

た額

階数が２のもの Ａに０．００

６を乗じて得

た額

階数が３以上のもの Ａに０．００

８を乗じて得

た額

上空に設ける通路 ４５０

地下に設ける通路 ２７０

その他のもの １，０００

道路法

第３２

条第１

項第６

号に掲

げる施

設

祭礼，縁日その他の催しに際し，一

時的に設けるもの

占用面積１

平方メート

ルにつき１

日

９

その他のもの 占用面積１

平方メート

ルにつき１

月

９０

道路法看板（アー一時的に設けるもの 表示面積１ ９０
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施行令

（昭和

２７年

政令第

４７９

号）第

７条第

１号に

掲げる

物件

チであるも

のを除く。）

平方メート

ルにつき１

月

その他のもの 表示面積１

平方メート

ルにつき１

年

９００

標識 １本につき

１年

８２０

旗ざお 祭礼，縁日その他の催し

に際し，一時的に設ける

もの

１本につき

１日

９

その他のもの １本につき

１月

９０

幕（道路法

施行令第７

条第４号に

掲げる工事

用施設であ

るものを除

く。）

祭礼，縁日その他の催し

に際し，一時的に設ける

もの

その面積１

平方メート

ルにつき１

日

９

その他のもの その面積１

平方メート

ルにつき１

月

９０

アーチ 車道を横断するもの １基につき

１月

９００

その他のもの ４５０

道路法施行令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１

平方メート

１，０００
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ルにつき１

年

道路法施行令第７条第４号に掲げる工事用

施設及び同条第５号に掲げる工事用材料

占用面積１

平方メート

ルにつき１

月

９０

道路法施行令第７条第６号に掲げる仮設建

築物及び同条第７号に掲げる施設

１００

道路法

施行令

第７条

第８号

に掲げ

る施設

トンネルの上又は高架の道路の路面

下（当該路面下の地下を除く。）に

設けるもの

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年

Ａに０．０１

４を乗じて得

た額

上空に設けるもの Ａに０．０１

８を乗じて得

た額

地下（トンネルの上の地

下を除く。）に設けるも

の

階数が１の

もの

Ａに０．００

４を乗じて得

た額

階数が２の

もの

Ａに０．００

６を乗じて得

た額

階数が３以

上のもの

Ａに０．００

８を乗じて得

た額

その他のもの Ａに０．０２

６を乗じて得

た額

道路法

施行令

建築物 Ａに０．０２
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第７条

第９号

に掲げ

る施設

２を乗じて得

た額

その他のもの Ａに０．０１

５を乗じて得

た額

道路法

施行令

第７条

第１０

号に掲

げる施

設及び

自動車

駐車場

建築物 Ａに０．０２

４を乗じて得

た額

その他のもの Ａに０．０１

５を乗じて得

た額

道路法

施行令

第７条

第１１

号に掲

げる応

急仮設

建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面

下に設けるもの

Ａに０．０２

２を乗じて得

た額

上空に設けるもの Ａに０．０２

４を乗じて得

た額

その他のもの Ａに０．０３

４を乗じて得

た額

道路法施行令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０２

６を乗じて得

た額
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附 則

（施行期日）

１ この条例は，令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。

（経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の大崎市公共物管理条例別表の規定は，施

行日以後に徴収するものとされた使用料について適用し，施行日前に徴

収するものとされた使用料については，なお従前の例による。

３ 第２条の規定による改正後の大崎市都市公園条例別表第３の規定は，

施行日以後に徴収するものとされた使用料について適用し，施行日前に

徴収するものとされた使用料については，なお従前の例による。

４ 第３条の規定による改正後の大崎市道路占用料条例別表の規定は，施

行日以後に徴収するものとされた占用料について適用し，施行日前に徴

収するものとされた占用料については，なお従前の例による。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志

道路法

施行令

第７条

第１３

号に掲

げる施

設

トンネルの上又は高速自動車国道若

しくは自動車専用道路（高架のもの

に限る。）の路面下に設けるもの

Ａに０．０２

２を乗じて得

た額

上空に設けるもの Ａに０．０２

４を乗じて得

た額

その他のもの Ａに０．０３

４を乗じて得

た額
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議案第３１号

大崎市市営住宅条例の一部を改正する条例

大崎市市営住宅条例（平成１８年大崎市条例第２６０号）の一部を次の

ように改正する。

別表第１号の表中古川諏訪球場前住宅の項を削り，同表鹿島台姥ケ沢住

宅の項中「６９番地外」を「５６番地５外」に改め，同表鹿島台鈴掛住宅

の項中「５６番地」を「５６番地４」に改める。

別表第４号の表鹿島台姥ケ沢集会所の項中「６９番地」を「５６番地５」

に改める。

別表第５号の表鹿島台姥ケ沢住宅駐車場の項中「６９番地」を「５６番

地６外」に改め，同表鹿島台鈴掛住宅駐車場の項中「５６番地」を「５６

番地４」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第３２号

大崎市農業集落排水事業条例等の一部を改正する条例

（大崎市農業集落排水事業条例の一部改正）

第１条 大崎市農業集落排水事業条例（平成１８年大崎市条例第１９９号）

の一部を次のように改正する。

第６条の２に次のただし書を加える。

ただし，災害その他非常の場合において，管理者が他の地方公共団

体の長（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定

により置かれた管理者を含む。）の指定を受けた者に工事を行わせる必

要があると認めるときは，この限りでない。

（大崎市下水道条例の一部改正）

第２条 大崎市下水道条例（平成１８年大崎市条例第２５４号）の一部を

次のように改正する。

第７条第１項に次のただし書を加える。

ただし，災害その他非常の場合において，管理者が他の地方公共団

体の長（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定

により置かれた管理者を含む。）の指定を受けた者に工事を行わせる必

要があると認めるときは，この限りでない。

（大崎市水道事業給水条例の一部改正）

第３条 大崎市水道事業給水条例（平成１８年大崎市条例第２６６号）の

一部を次のように改正する。

第７条第１項に次のただし書を加える。

ただし，災害その他非常の場合において，管理者が他の地方公共団

体の長（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定
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により置かれた管理者を含む。以下同じ。）又は他の地方公共団体の長

が同項の指定をした者（以下「他地方公共団体指定事業者等」とい

う。）が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは，この限り

でない。

第７条第２項中「指定給水装置工事事業者」の次に「又は他地方公共

団体指定事業者等（以下「指定給水装置工事事業者等」という。）」を加

える。

第８条第２項及び第３５条第２項中「指定給水装置工事事業者」を

「指定給水装置工事事業者等」に改める。

（大崎市浄化槽整備事業条例の一部改正）

第４条 大崎市浄化槽整備事業条例（平成１９年大崎市条例第５号）の一

部を次のように改正する。

第１０条に次のただし書を加える。

ただし，災害その他非常の場合において，管理者が他の地方公共団

体の長（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定

により置かれた管理者を含む。）の指定を受けた者に工事を行わせる必

要があると認めるときは，この限りでない。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第３３号

大崎市消防団条例の一部を改正する条例

大崎市消防団条例（平成１８年大崎市条例第２７０号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１４条第１項中「消防団員」を「基本消防団員」に改める。

別表第１の１の表基本消防団員の部部長の項中「４２，０００円」を

「５１，０００円」に，同部班長の項中「３７，０００円」を「４４，０

００円」に改める。

附 則

この条例は，令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第３４号

工事施行協定の変更協定の締結について

令和７年６月２７日付けで議決を得た東北本線田尻・瀬峰間貝ノ堀こ線

橋耐震補強補修工事に関する施行協定の一部を次のように変更し，協定を

締結することについて，大崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（平成１８年大崎市条例第７０号）第２条の規定に

より，議会の議決を求める。

現協定金額

総額 ２８６，３００，８４４円

大崎市負担額 ２８６，３００，８４４円

変更協定金額

総額 △５３，６２０，６２３円

大崎市負担額 △５３，６２０，６２３円

変更後の協定金額

総額 ２３２，６８０，２２１円

大崎市負担額 ２３２，６８０，２２１円

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第３５号

財産の減額貸付について

次のとおり財産を減額して貸し付けることについて，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により，議会の議決を

求める。

１ 減額貸付する財産の所在地，種別及び面積

（１）土地

（２）建物

（３）その他

附属する施設，設備等を含む。

２ 減額貸付の目的

障がい児・障がい者福祉サービス事業所として利活用を図るため。

３ 減額貸付の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

４ 減額貸付の金額

年額６００，０００円

所在地 種別
面積

（平方メートル）

大崎市鹿島台大迫寺沢

４０番地１
学校用地 １１，９２８．１４

所在地 種別 構造
面積

（平方メートル）

大崎市鹿島台大迫寺沢

４０番地１
校舎

鉄筋コンク

リート造
２，０９２

同 体育館 鉄骨造 ８９２
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５ 減額貸付の相手方

石巻市東中里二丁目５番２－４号

株式会社グロウアップウィズ 代表取締役 鈴木 啓介

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第３６号

指定管理者の指定期間の変更について

令和５年１２月１３日付けで議決を得た大崎市三本木南谷地集会所の指

定管理者の指定期間を次のように変更することについて，地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決

を求める。

変更前の指定期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

変更後の指定期間 令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第３７号

指定管理者の指定期間の変更について

令和５年１２月１３日付けで議決を得た大崎市三本木多田川集会所の指

定管理者の指定期間を次のように変更することについて，地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決

を求める。

変更前の指定期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

変更後の指定期間 令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第３８号

字の区域を新たに画することについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により，

本市の区域内の字の区域を別紙のとおり新たに画するものとする。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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別紙

土地改良事業施行区域内

新たに画する

字 名

左の区域に包含される区域

字 名 地 番

鹿島台木間塚

字新刎龍

鹿島台木間塚字福 鹿島台木間塚字築道１９から２９まで，鹿島台木間塚字刎龍１８の３，１９の

１から１９の３まで，２０から４１までの地先の道路である公有地の全部

鹿島台木間塚字築道 １９から２９まで，３７の１，３７の２，３８の１，３８の２，３９の１，

３９の２，４０の１，４０の２，４１の１，４１の２，４２の１，４２の２，

４３の１，４３の２，４４の１，４４の２，４５の１，４５の２，４６の１，

４６の２，４７の１，４７の２，５５の１，５５の２，５６の１，５６の２，

５７の１，５７の２，５８の１，５８の２，５９の１，５９の２，６０の１，

６０の２，６１の１，６１の２，６２の１，６２の２，６３の１，６３の２，

６４の１，６４の２，６５の１，６５の２，７２の１，７２の２，７３の１，

７３の２，７４の１，７４の２，７５の１，７５の２，７６の１，７６の２，

７７の１，７７の２，７８の１，７８の２，７９の１，７９の２，８０の１，

８０の２，８１の１，８１の２，８２の１，８２の２，８３の１，８３の２，

８４の１，８４の２，８５の１，８５の２，８６の１，８６の２，８７の１，

８７の２，８８の１，８８の２，８９，８９の１，８９の２，９０，９０の１，

９０の２，９１の１，９１の２，９２，９２の１，９２の２，９３の１，９３

の２，９４の１，９４の２，９５の１，９５の２，９６の１，９６の２，９７

の１，９７の２，９８の１，９８の２，９９の１，９９の２，１００の１，

１００の２，１０１の１，１０１の２，１０２の１，１０２の２，１０３の１，

１０３の２，１０４の１，１０４の２，１０５，１０５の１，１０６，１０７

の３，１０８から１１５まで，１１５の１，１１６，１１７，１１７の１，

１１９の２，１１９の４，１２０の２から１２０の１６まで及びこれらの区域

に隣接介在する道路，水路である公有地の全部

鹿島台木間塚字刎龍 １８の１，１８の３から１８の６まで，１９の１から１９の３まで，２０から

４１まで，５７の１，５７の２，５７の４から５７の８まで，５８の１，５８

の２，５９の１，５９の２，５９の４から５９の６まで，５９の８，５９の９，

５９の１１，６０，６０の１，６１，６１の１，６２，６３，６３の１，６４，

６４の１，６５，６５の１，６５の２，６６の１，６６の２，６７の１，６７

の２，６８の１，６８の２，６９の１，６９の２，７０の１，７０の２，７１

の１，７１の２，７２の１，７２の２，７３の１，７３の２，７４の１，７４

の２，７５の１，７５の２，７６の１，７６の２，７７の１，７７の２，７８

の１，７８の２，７９の１，７９の２，８０の１，８０の２，８１の１，８１

の２，９７の１，９７の２，９７の４から９７の８まで，９８の１から９８の

３まで，９９の１，９９の２，１００の１，１００の２，１０１の１，１０１

の２，１０２の１，１０２の２，１０３の１，１０３の２，１０４から１０８

まで，１０８の１，１０８の２，１０９，１０９の１，１０９の２，１１０，

１１０の１，１１０の２，１１１の１，１１１の２，１１２，１１２の１，

１１２の２，１１３の１，１１３の２，１１４の１，１１４の２，１１５の１，

１１５の２，１１６の１，１１６の２，１１７の１，１１７の２，１１８の１，

１１８の２，１１９の１，１１９の２，１２０の１，１２０の２，１２１の１，

１２１の２，１３７の１，１３７の２，１３７の４から１３７の８まで，

１３８の１から１３８の３まで，１３９の１，１３９の２，１４０の１，

１４０の２，１４１の１，１４１の２，１４２の１，１４２の２，１４３の１，

１４３の２，１４４の１，１４４の２，１４５の１，１４５の２，１４６の１，

１４６の２，１４７の１，１４７の２，１４８の１，１４８の２，１４９の１

から１４９の３まで，１５０の１，１５０の２，１５１の１，１５１の２，

１５２の１，１５２の２，１５３の１，１５３の２，１５４の１，１５４の２，

１５５の１，１５５の２，１５６，１５６の１，１５７，１５７の１，１５８，

１５８の１，１５９，１５９の１，１６０の１，１６０の２，１６１の１から

１６１の３まで，１６２の１から１６２の３まで，１７８の１，１７８の２，
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新たに画する

字 名

左の区域に包含される区域

字 名 地 番

鹿島台木間塚字刎龍 １７８の４から１７８の８まで，１７９の１から１７９の３まで，１８０の１，

１８０の２，１８１の１，１８１の２，１８２の１，１８２の２，１８３の１，

１８３の２，１８４の１，１８４の２，１８５の１，１８５の２，１８６の１，

１８６の２，１８７の１，１８７の２，１８８の１，１８８の２，１８９の１，

１８９の２，１９０の１，１９０の２，１９１の１，１９１の２，１９２の１，

１９２の２，１９３の１，１９３の２，１９４の１，１９４の２，１９５の１，

１９５の２，１９６の１，１９６の２，１９７の１，１９７の２，１９８の１，

１９８の２，１９９の１，１９９の２，２００から２０３まで，２１９の１，

２１９の２，２１９の４から２１９の８まで，２２０の１から２２０の３まで，

２２１の１，２２１の２，２２２の１，２２２の２，２２３の１，２２３の２，

２２４の１，２２４の２，２２５の１，２２５の２，２２６の１，２２６の２，

２２７の１，２２７の２，２２８の１，２２８の２，２２９の１，２２９の２，

２３０の１，２３０の２，２３１の１，２３１の２，２３２の１，２３２の２，

２３３の１，２３３の２，２３４の１，２３４の２，２３５の１，２３５の２，

２３６の１，２３６の２，２３７の１，２３７の２，２３８の１，２３８の２，

２３９の１，２３９の２，２４０の１，２４０の２，２４１の１，２４１の２，

２４２の１，２４２の２，２４３の１，２４３の２，２４４の１，２４４の２，

２４５の１，２４５の２，２４６の１，２４６の２，２４７の１，２４７の２，

２４８の１，２４８の２，２４９の１，２４９の２，２５０，２６６の１，

２６６の２，２６６の４から２６６の８まで，２６７の１，２６７の２，

２６８の１，２６８の２，２６９の１，２６９の２，２７０の１，２７０の２，

２７１の１，２７１の２，２７２の１，２７２の２，２７３の１，２７３の２，

２７４の１，２７４の２，２７５の１，２７５の２，２７６の１，２７６の２，

２７７の１，２７７の２，２７８の１，２７８の２，２７９の１，２７９の２，

２８０の１，２８０の２，２８１の１，２８１の２，２８２の１，２８２の２，

２８３の１，２８３の２，２８４の１，２８４の２，２８５の１，２８５の２，

２８６の１，２８６の２，２８７の１，２８７の２，２８８の１，２８８の２，

２８９の１，２８９の２，２９０の１，２９０の２，２９１の１，２９１の２，

２９２の１，２９２の２，２９３の１，２９３の２，２９４の１，２９４の２，

２９５の１，２９５の２，２９６の１，２９６の２，２９７の１，２９７の２，

２９８の１，２９８の２，２９９の１，２９９の２，３００の１から３００の

３まで，３０１から３０４まで，３２０の１，３２０の２，３２０の４から

３２０の８まで，３２１の１から３２１の３まで，３２２の１，３２２の２，

３２３の１，３２３の２，３２４の１，３２４の２，３２５の１，３２５の２，

３２６の１，３２６の２，３２７の１，３２７の２，３２８の１，３２８の２，

３２９の１，３２９の２，３３０の１，３３０の２，３３１の１，３３１の２，

３３２の１，３３２の２，３３３の１，３３３の２，３３４の１，３３４の２，

３３５の１，３３５の２，３３６の１，３３６の２，３３７の１，３３７の２，

３３８の１，３３８の３，３３９の１，３３９の２，３４０の１，３４０の２，

３４１の１，３４１の２，３４２の１，３４２の２，３４３の１，３４３の２，

３４４の１，３４４の２，３４５の１，３４５の２，３４６の１，３４６の２，

３４７の１，３４７の２，３４８の１，３４８の２，３４９の１，３４９の２，

３５０の１，３５０の２，３５１の１，３５１の２，３５２の１，３５２の２，

３５３の１，３５３の２，３５４の１，３５４の２，３５５の２，３５６の２，

３５６の３，３５７の１，３５７の２，３５８の１，３５８の２，３５９の１，

３５９の２，３６０，３６０の２，３６１，３６１の２，３６１の３，３６１

の５，３７７の１，３７７の２，３７７の４から３７７の８まで，３７８の１

から３７８の３まで，３７９の１，３７９の２，３８０の１，３８０の２，

３８１の１，３８１の２，３８２の１，３８２の２，３８３の１，３８３の２，
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新たに画する

字 名

左の区域に包含される区域

字 名 地 番

鹿島台木間塚字刎龍 ３８４の１，３８４の２，３８５の１，３８５の２，３８６の１，３８６の２，

３８７の１，３８７の２，３８８の１，３８８の２，３８９の１，３８９の２，

３９０の１，３９０の２，３９１の１，３９１の２，３９２の１，３９２の２，

３９３の１，３９３の２，３９４の１，３９４の２，３９５の１，３９５の２，

３９６の１，３９６の２，３９７の１，３９７の２，３９８の１，３９８の２，

３９９の１，３９９の２，４００の１，４００の２，４０１の１，４０１の２，

４０２の１，４０２の２，４０３の１，４０３の２，４０４の１，４０４の２，

４０５の１，４０５の２，４０６の１，４０６の２，４０７の１，４０７の２，

４０８の１，４０８の２，４０９の１，４０９の２，４１０の１，４１０の２，

４１１の１，４１１の２，４１２の１，４１２の２，４１３の１，４１３の２，

４１４の１，４１４の２，４１５の１，４１５の２，４１６の１，４１６の２，

４１７の１，４１７の２，４１８，４１８の２から４１８の４まで，４３４の

１，４３４の２，４３４の４から４３４の８まで，４３５の１から４３５の３

まで，４３６の１，４３６の２，４３７の１，４３７の２，４３８の１，

４３８の２，４３９の１，４３９の２，４４０の１，４４０の２，４４１の１，

４４１の２，４４２の１，４４２の２，４４３の１，４４３の２，４４４の１，

４４４の２，４４５の１，４４５の２，４４６の１，４４６の２，４４７の１，

４４７の２，４４８の１，４４８の２，４４９の１，４４９の２，４５０の１，

４５０の２，４５１の１，４５１の２，４５２の１，４５２の２，４５３の１，

４５３の２，４５４の１，４５４の２，４５５の１，４５５の２，４５６の１，

４５６の２，４５７の１，４５７の２，４５８の１，４５８の２，４５９の１，

４５９の２，４６０の１，４６０の２，４６１の１，４６１の２，４６２の１，

４６２の２，４６３の１，４６３の２，４６４の１，４６４の２，４６５の１，

４６５の２，４６６の１，４６６の２，４６７の１，４６７の２，４６８の１，

４６８の２，４６９の１，４６９の２，４７０の１，４７０の２，４７１の１，

４７１の２，４７２の１，４７２の２，４７３の１，４７３の２，４７４の１，

４７４の２，４７５，４７５の２から４７５の４まで，４９１の１，４９１の

２，４９１の４から４９１の７まで，４９２の１から４９２の５まで，４９３

の１，４９３の２，４９４の１，４９４の２，４９５の１，４９５の２，

４９６の１，４９６の２，４９７の１，４９７の２，４９８の１，４９８の２，

４９９の１，４９９の２，５００の１，５００の２，５０１の１，５０１の２，

５０２の１，５０２の２，５０３の１，５０３の２，５０４の１，５０４の２，

５０５の１，５０５の２，５０６の１，５０６の２，５０７の１，５０７の２，

５０８の１，５０８の２，５０９の１，５０９の２，５１０の１，５１０の２，

５１１の１，５１１の２，５１２の１，５１２の２，５１３の１，５１３の２，

５１４の１，５１４の２，５１５の１，５１５の２，５１６の１，５１６の２，

５１７の１，５１７の２，５１８の１，５１８の２，５１９の１，５１９の２，

５２０の１，５２０の２，５２１の１，５２１の２，５２２の１，５２２の２，

５２３の１，５２３の２，５２４の１，５２４の２，５２５の１，５２５の２，

５２６の１，５２６の２，５２７の１，５２７の２，５２８の１，５２８の２，

５２９の１，５２９の２，５３０の１，５３０の２，５３１の１，５３１の２，

５３２の２から５３２の５まで，５４６の１，５４７の１，５４７の４から

５４７の７まで，５４８の１，５４８の４から５４８の６まで，５４９の１，

５４９の４から５４９の６まで，５５０の１，５５０の４から５５０の６まで，

５５１の１，５５１の４から５５１の６まで，５５２の１，５５２の４から

５５２の７まで，５５３の１から５５３の３まで，５５４の１から５５４の３

まで，５５５の１から５５５の３まで，５５６の１から５５６の３まで，

５５７の１から５５７の３まで，５５８の１から５５８の３まで，５５９の１，

５５９の２，５６０の１，５６０の２，５６１の１，５６１の２，５６２の１，
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新たに画する

字 名

左の区域に包含される区域

字 名 地 番

鹿島台木間塚字刎龍 ５６２の２，５６３の１，５６３の２，５６４の１，５６４の２，５６５の１，

５６５の２，５６６の１，５６６の２，５６７の１，５６７の２，５６８の１，

５６８の２，５６９の１，５６９の２，５７０の１，５７０の２，５７１の１，

５７１の２，５７２の１，５７２の２，５７３の１，５７３の２，５７４の１，

５７４の２，５７５の１，５７５の２，５７６の１，５７６の２，５７７の１，

５７７の２，５７８の１，５７８の２，５７９の１，５７９の２，５８０の１，

５８０の２，５８１から５８７まで，５８７の２から５８７の６まで，６０１

の１，６０２の１，６０２の５から６０２の９まで，６０３の１，６０３の４

から６０３の７まで，６０４の１，６０４の４から６０４の６まで，６０５の

１，６０５の４から６０５の６まで，６０６の１，６０６の４から６０６の７

まで，６０７の１から６０７の３まで，６０８の１から６０８の３まで，

６０９の１から６０９の３まで，６１０の１から６１０の３まで，６１１の１

から６１１の３まで，６１２の１から６１２の３まで，６１３の１，６１３の

２，６１４の１，６１４の２，６１５の１，６１５の２，６１６の１，６１６

の２，６１７の１，６１７の２，６１８の１，６１８の２，６１９の１，

６１９の２，６２０の１，６２０の２，６２１の１，６２１の２，６２２の１，

６２２の２，６２３の１，６２３の２，６２４の１，６２４の２，６２５の１，

６２５の２，６２６の１，６２６の２，６２７の１，６２７の２，６２８の１，

６２８の２，６２９の１，６２９の２，６３０の１，６３０の２，６３１の１，

６３１の２，６３２の１，６３２の２，６３３の１，６３３の２，６３４の１，

６３４の２，６３５から６４１まで，６４２の２，６４２の４から６４２の６

まで，６５６の１，６５６の４，６５６の５，６５７の１，６５７の４から

６５７の６まで，６５８の１から６５８の７まで，６５９の１，６５９の２，

６６０の１，６６０の２，６６１の１，６６１の２，６６２の１，６６２の２，

６６３の１，６６３の２，６６４の１，６６４の２，６６５の１，６６５の２，

６６６の１，６６６の２，６６７の１，６６７の２，６６８の１，６６８の２，

６６９の１，６６９の２，６７０の１，６７０の２，６７１の１，６７１の２，

６７２の１，６７２の２，６７３の１，６７３の２，６７４の１，６７４の２，

６７５の１，６７５の２，６７６の１，６７６の２，６７７の１，６７７の２，

６７８の１，６７８の２，６７９の１，６７９の２，６８０の１，６８０の２，

６８１の１，６８１の２，６８２の１，６８２の２，６８３の１，６８３の２，

６８４の１，６８４の２，６８５の１，６８５の２，６８６の１，６８６の２，

６８７の１，６８７の２，６８８の１，６８８の２，６８９の１，６８９の２，

６９０の１，６９０の２，６９１の１，６９１の２，６９２の１，６９２の２，

６９３の１，６９３の２，６９４の１，６９４の２，６９５の１，６９５の２，

６９６の３から６９６の５まで，７１２の１，７１２の２，７１２の４から

７１２の８まで，７１３の１，７１３の２，７１３の４から７１３の６まで，

７１４の１から７１４の５まで，７１５の１，７１５の２，７１６の１，

７１６の２，７１７の１，７１７の２，７１８の１，７１８の２，７１９の１，

７１９の２，７２０の１，７２０の２，７２１の１，７２１の２，７２２の１，

７２２の２，７２３の１，７２３の２，７２４の１，７２４の２，７２５の１，

７２５の２，７２６の１，７２６の２，７２７の１，７２７の２，７２８の１，

７２８の２，７２９の１，７２９の２，７３０の１，７３０の２，７３１の１，

７３１の２，７３２の１，７３２の２，７３３の１，７３３の２，７３４の１，

７３４の２，７３５の１，７３５の２，７３６の１，７３６の２，７３７の１，

７３７の２，７３８の１，７３８の２，７３９の１，７３９の２，７４０の１，

７４０の２，７４１の１，７４１の２，７４２の１，７４２の２，７４３の１，

７４３の２，７４４の１，７４４の２，７４５の１，７４５の２，７４６の１，

７４６の２，７４７の１，７４７の２，７４８の１，７４８の２，７４９の１，
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新たに画する

字 名

左の区域に包含される区域

字 名 地 番

鹿島台木間塚字刎龍 ７４９の２，７５０の３から７５０の５まで，７６８の１，７６８の４から

７６８の６まで，７６９の１，７６９の４から７６９の６まで，７７０の１，

７７０の２，７７０の４から７７０の８まで，７７１の１から７７１の４まで，

７７２の１，７７２の２，７７３の１，７７３の２，７７４の１，７７４の２，

７７５の１，７７５の２，７７６の１，７７６の２，７７７の１，７７７の２，

７７８の１，７７８の２，７７９の１，７７９の２，７８０の１，７８０の２，

７８１の１，７８１の２，７８２の１，７８２の２，７８３の１，７８３の２，

７８４の１，７８４の２，７８５の１，７８５の２，７８６の１，７８６の２，

７８７の１，７８７の２，７８８の１，７８８の２，７８９の１，７８９の２，

７９０の１，７９０の２，７９１の１，７９１の２，７９２の１，７９２の２，

７９３の１，７９３の２，７９４の１，７９４の２，７９５の１，７９５の２，

７９６の１，７９６の２，７９７の１，７９７の２，７９８の１から７９８の

３まで，７９９の１，７９９の２，８００の１，８００の２，８０１の１，

８０１の２，８０２の１，８０２の２，８０３の１，８０３の２，８０４の２

から８０４の４まで，８２４の２，８２４の３，８２５の１，８２５の２，

８２５の４から８２５の７まで，８２６の１，８２６の２，８２６の４から

８２６の６まで，８２７の１，８２７の２，８２７の４から８２７の６まで，

８２８の１から８２８の５まで，８２９の１，８２９の２，８３０の１，

８３０の２，８３１の１，８３１の２，８３２の１，８３２の２，８３３の１，

８３３の２，８３４の１，８３４の２，８３５の１，８３５の２，８３６の１，

８３６の２，８３７の１，８３７の２，８３８の１，８３８の２，８３９の１，

８３９の２，８４０の１，８４０の２，８４１の１，８４１の２，８４２の１，

８４２の２，８４３の１，８４３の２，８４４の２，８４４の３，８４５の３，

８４６の５，８４６の６，８４７の４，８４８の４から８４８の６まで，

８４９の３，８５０の２，８５１の３，８５２の３，８５３の３，８５３の５，

８５３の６，８５４の１，８５４の２，８５５の１，８５５の２，８５６の１，

８５６の２，８５７の１，８５７の２，８５８の３から８５８の５まで，

８８１の４，８８２の１，８８２の５から８８２の７まで，８８３の１，

８８３の４から８８３の６まで，８８４の１，８８４の４から８８４の６まで，

８８５の１，８８５の２，８８５の４から８８５の６まで，８８６の１，

８８６の２，８８７の１，８８７の２，８８８の１，８８８の２，８８９の１，

８８９の２，８９０の１から８９０の３まで，８９１の１，８９１の２，

８９２の１，８９２の２，８９３の１，８９３の２，８９６の１，８９６の２，

８９７の１，８９７の２，８９８の１，８９８の２，８９９の１，８９９の２，

９００の１，９００の２，９０１の１，９０１の２，９０２の１，９０２の２，

９０３の１，９０３の２，９０４の１，９０４の２，９０５の１，９０５の２，

９０６の１，９０６の２，９０７の１，９０７の２，９０８の１，９０８の２，

９０９の１，９０９の２，９１０の１，９１０の２，９１１の１，９１１の２，

９１２の１，９１２の２，９１３の２，９１３の４及びこれらの区域に隣接介

在する道路，水路である公有地の全部

- 126 -



新たに画する

字 名

左の区域に包含される区域

字 名 地 番

鹿島台木間塚字上地 ２８の２，２８の４，２９の１，２９の２，２９の４，２９の６から２９の８

まで，３０の１，３０の２，３０の４から３０の６まで，３１の１，３１の２，

３１の４から３１の６まで，３２の１，３２の２，３２の４から３２の６まで，

３３の１から３３の４まで，３４の１，３４の２，３５の１，３５の２，３６

の１から３６の３まで，３７の１，３７の２，３８の１，３８の２，３９の１，

３９の２，４０の１，４０の２，４１の１，４１の２，４２の１，４２の２，

４３の１，４３の２，４４の１，４４の２，４５の１，４５の２，４６の１，

４６の２，４７の１，４７の２，４８の１，４８の２，４９の１，４９の２，

５０の１，５０の２，５１の１，５１の２，５２の１，５２の２，５３の１，

５３の２，５４の１，５４の２，５５の１，５５の２，５６の３，５６の５，

８８の４，８８の７，８９の１，８９の４，８９の６，８９の７，９０の１，

９０の４から９０の６まで，９１の１，９１の４から９１の６まで，９２の１，

９２の２，９２の４から９２の７まで，９３の１から９３の３まで，９４の１，

９４の２，９５の１，９５の２，９６の１，９６の２，９７の１，９７の２，

９８の１，９８の２，９９の１，９９の２，１００の１，１００の２，１０１

の１，１０１の２，１０２の１から１０２の３まで，１０３の１，１０３の２，

１０４の１から１０４の３まで，１０５の１，１０５の２，１０６の１，

１０６の２，１０７の１，１０７の２，１０８の１，１０８の２，１０９の１，

１０９の２，１１０の１，１１０の２，１１１の１，１１１の２，１１２の２

から１１２の４まで，１４８の２，１４８の４，１４９の１，１４９の２，

１４９の４から１４９の６まで，１５０の１，１５０の２，１５０の４から

１５０の６まで，１５１の１，１５１の２，１５１の４から１５１の６まで，

１５２の１，１５２の２，１５２の４から１５２の６まで，１５３の１から

１５３の３まで，１５４の１，１５４の２，１５５の１，１５５の２，１５６

の１，１５６の２，１５７の１，１５７の２，１５８の１，１５８の２，

１５９の１から１５９の３まで，１６０の１，１６０の２，１６１の１，

１６１の２，１６２の１，１６２の２，１６３の１，１６３の２，１６４の１，

１６４の２，１６５の１，１６５の２，１６６の１，１６６の２，１６７の１，

１６７の２，１６８の２から１６８の４まで，２０９の３から２０９の５まで，

２１０の１，２１０の４から２１０の６まで，２１１の１，２１１の４から

２１１の６まで，２１２の１，２１２の４から２１２の６まで，２１３の１，

２１３の２，２１３の４から２１３の６まで，２１４の１から２１４の３まで，

２１５の１，２１５の２，２１６の１から２１６の４まで，２１９の５，

２２０の１，２２０の５，２２１から２２４まで，２２５の２，２２５の３，

２７０の２，２７０の４，２７１の１，２７１の３，２７１の５から２７１の

７まで，２７２の１，２７２の３，２７２の６から２７２の８まで，２７３の

１，２７３の３，２７３の８から２７３の１０まで，２７３の１２，２７３の

１３及びこれらの区域に隣接介在する道路，水路である公有地の全部
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議案第３９号

大崎市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について

次のとおり本市の特定の事務を取り扱う郵便局を指定することについて，

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律（平成１

３年法律第１２０号。以下「法」という。）第３条第３項の規定により，

議会の議決を求める。

１ 指定する郵便局

名 称 古川郵便局

所在地 大崎市古川駅前大通五丁目３番３号

２ 指定する郵便局において取り扱う事務

（１）法第２条第６号に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の発

行の申請の受付，署名利用者確認のための書類の受付及び当該申請に

係る個人番号カード用署名用電子証明書を記録した個人番号カードの

引渡し並びに個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の

申請の受付及び署名利用者確認のための書類の受付に関する事務

（２）法第２条第７号に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明

書の発行の申請の受付，利用者証明利用者確認のための書類の受付及

び当該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録し

た個人番号カードの引渡し並びに個人番号カード用利用者証明用電子

証明書の失効を求める旨の申請の受付及び利用者証明利用者確認のた

めの書類の受付に関する事務

３ 指定期間

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。ただし，当該
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指定期間満了の３か月前までに，本市及び日本郵便株式会社のいずれも

が委託事務の取扱いを廃止する旨の意思表示をしないときは，当該指定

期間をさらに１年間延長することとし，以後も同様とする。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第４０号

大崎市過疎地域持続的発展計画について

大崎市過疎地域持続的発展計画を別冊のとおり策定することについて，

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９

号）第８条第１項の規定により，議会の議決を求める。

令和８年２月５日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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